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日程第 １・松田町外三ヶ町組合議会議員の選挙 

日程第 ２・発議第 １号 開成町議会委員会条例の一部を改正する条例を制定

することについて 

日程第 ３・同意第 １号 監査委員の選任について 

日程第 ４・諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

日程第 ５・議案第 ６号 開成町基金条例を制定することについて 

日程第 ６・議案第 ７号 開成町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例を制定することについ

て 

日程第 ７・議案第 ８号 開成町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を制定することについて 
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制定することについて 
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いて 
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日程第１６・議案第１７号 令和５年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理

事業特別会計補正予算（第３号）について 

日程第１７・議案第１８号 令和５年度開成町水道事業会計補正予算（第２号）

について 

日程第１８・議案第１９号 令和５年度開成町下水道事業会計補正予算（第２ 

号）について 

日程第１９・議案第２０号 令和６年度開成町一般会計予算について 
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について 
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○副議長（前田せつよ） 

皆さん、おはようございます。 

山本研一議長が体調不良のため欠席届出が出ておりますので、地方自治法第１０

６条第１項の規定により、副議長である私、前田せつよが議長の職務を行います。  

ただいまの出席議員は１１名です。定足数に達しておりますので、これより令和

６年開成町議会３月定例会議第２日目の会議を開きます。 

午前９時００分 開議 

○副議長（前田せつよ） 

なお、本定例会議において、マスクの着用については、議員、町執行者側ともに、

御本人の判断といたします。 

では、直ちに日程に入ります。 

日程第１ 松田町外三ヶ町組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定

により指名推選で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。  

 （「異議なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたし

ました。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

御異議なしと認め、議長が指名することに決定いたしました。 

松田町外三ヶ町組合議会議員に、遠藤好信さん、河上成満さん、石井勇さん、井

上雅一さんを指名いたします。 

お諮りします。ただいま指名いたしました４名を松田町外三ヶ町組合議会議員の

当選人と定めることに御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

御異議なしと認めます。ただいま指名いたしました４名が松田町外三ヶ町組合議

会議員に当選されました。 

日程第２ 発議第１号 開成町議会委員会条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて、を議題とします。 

趣旨説明を提案議員に求めます。 

武井正広議員、どうぞ。 

○７番（武井正広） 

皆さん、おはようございます。 

開成町議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由
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を説明いたします。 

開成町課設置条例の一部を改正する条例を制定することについてが、２月随時会

議で可決されたことに伴い、開成町議会委員会条例第２条に規定されている常任委

員会の名称委員定数及びその所管のうち所管を変更する必要が生じたため、開成町

議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて提案いたします。  

提出者、武井正広。賛成者、井上慎司。賛成者、星野洋一。 

では、１枚おめくりください。 

開成町条例第 号 

開成町議会委員会条例の一部を改正する条例、次の表の改正前の欄に掲げる規定

を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

表の改正前、改正後を御覧ください。 

改正前の第２条第１号は、防災安全課、財務課、都市計画課、街づくり推進課、

産業振興課及び環境上下水道課を改正後の第２条第１号ア、財務課、地域防災課、

環境課、都市計画課、都市整備課及び産業振興課と改めます。 

改正前の第２条第２号ア、総合窓口課、税務課、福祉介護課及び子育て健康課を、

改正後の第２条第２号ア、税務窓口課、福祉介護課、保険健康課及びこども課に改

めます。 

附則です。 

開成町課設置条例の一部を改正する条例の附則と同様、この条例は令和６年４月

１日から施行することとしています。 

説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑をどうぞ。質疑はございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論がないようですので、採決を行います。 

発議第１号 開成町議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについ

て、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタ

ンの押し忘れはございませんか。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第４ 同意第１号 監査委員の選任についてを議題とします。 

議案の説明を町長に求めます。 

町長。 
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○町長（山神 裕） 

おはようございます。 

同意第１号について御説明いたします。 

ファイル名０１、同意第１号 監査委員の選任について、①議案と、②参考資料

をお開きください。 

提案理由。監査委員のうち、識見を有する者のうちから選任されている田中章監

査委員が本年３月３１日をもって退任することに伴い、後任の監査委員を選任した

いので提案いたします。 

今回、選任したい樫村雄一さんは、昭和４７年に神奈川県庁に入庁し、議会事務

局議事課、県土整備部道路管理課、県土整備部川崎治水事務所、環境農政部神奈川

農業アカデミー、衛生部秦野保健福祉事務所、企業庁海老名水道営業所所長等を歴

任され、平成２６年３月に神奈川県を退職されております。 

退職後は、平成２６年４月に、茅ヶ崎市参与に就任され、平成３１年３月に退任

されました。 

このように、長年、神奈川県職員として様々な分野で職務を全うされただけでな

く、基礎的自治体である茅ヶ崎市でも職務経験があります。 

人格も高潔で、地方公共団体の財務や事業関係について精通され、行政運営に関

し、優れた見識をお持ちであることから、適任と判断し、御提案させていただくも

のでございます。 

なお、任期は令和１０年３月３１日までの４年間です。 

詳細は、略歴を添付しておりますので、御参照ください。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

 ２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

 ２番、吉田です。今回、監査委員の選任について、少し質問させていただきます

けれども、前任の方が小田原市、それからその前も小田原市、すると海老名からも

来られた方もいらっしゃいます。今回、樫村さん、相模原という神奈川県でも遠い

ところから来ていただく、非常に御足労の願ってしまうのかなということを、ちょ

っと考えてしまうんですけれども、その辺ちょっとよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○副議長（前田せつよ） 

 副町長。 

○副町長（石井 護） 

 吉田議員の御質問にお答えいたします。相模原市に在住ということですが、例を

言えば、ただいま町長から説明したとおり、退職後も茅ヶ崎市のほうへ参与で５年

間行っておられまして、その辺から比べると５年ほどたっていますけども、開成町
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もうへんぴというか、神奈川県の端とは言いながら、それほど違いはないかなと思

っています。御本人も面談をさせていただいて全然開成町、今で言う県政総合セン

ターの、昔で言う足柄上合同庁舎、そこの部分にもしょっちゅう来ていたというこ

とですので、特段問題はないかと思います。 

○副議長（前田せつよ） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

 ありがとうございます。私もどうこう言うことではありませんけれども、遠くか

ら来られるということで、ちょっと質問をさせていただきました。  

○副議長（前田せつよ） 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようですので、採決を行います。 

同意第１号 監査委員の選任について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方

は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございませんか。採決を締め切

ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって同意しました。 

日程第４ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いてを議題とします。 

議案の説明を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

諮問第１号について御説明いたします。 

ファイル名０２、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき、意見を求める

ことについて、①議案方針と②参考資料をお開きください。 

提案理由。人権擁護委員のうち、１人の任期が令和６年６月３０日をもって満了

になるため、その後任者を法務大臣へ推薦したいので、議会の意見を求めます。  

今回推薦したい山本恵さんは、昭和５５年から開成町職員として勤務され、行政

経験が豊富であり、広く社会の実情に通じています。 

また、在職中は人権に関する講演会や研修へ意欲的に参加され、特に、教育委員

会及び窓口部局において、子どもや外国人等の人権に重きを置いて職務に従事され
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ていました。 

現在においても、女性子ども、障害者の人権に関心があり、人権問題に大変意識

が高く、人格識見とも高く評価されるので、ここに推薦いたします。 

任期は令和９年６月３０日までの３年間です。 

参考までに、略歴を添付しておりますので、御参照ください。 

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようですので、採決を行います。 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、原案に

賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘

れはございませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって推薦者を適任と認めることに決定しました。 

日程第５ 議案第６号 開成町基金条例を制定することについてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。町が設置する基金の根拠条例を一本化し、一覧性を確保するとともに、

基金の効率的な管理を図るため、開成町基金条例の制定を提案いたします。  

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

細部説明を担当課長に求めます。 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

それではファイルについては０３、議案第６号 開成町基金条例を制定することに

ついてをお開きください。それでは、議案を朗読いたします。 

議案第６号、開成町基金条例を制定することについて。 

開成町基金条例を制定する。よって、地方自治法第９６条第１項の規定により議会

の議決を求める。令和６年３月５日提出、開成町長、山神裕。 

今回提出いたします背景趣旨について御説明申し上げます。 
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現在、開成町では開成町財政調整基金条例など、目的別に１８本の基金条例を制定

しているところでございます。 

この中で、調査の償還に係る財源を積み立てる開成町減債基金条例がございます。

この減債基金につきましては、令和５年度の駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特

別会計における調査への借入において、国のルールにより積立てを行う必要が生じて

おりますが、現在の減債基金の条例では、一般会計からのみ積立て及び取崩しができ

る規定となっております。 

また一方で、他自治体の動向といたしまして、複数ある基金条例を１つの条例にま

とめることがございます。１つの条例にまとめることにつきましては、一覧性、いわ

ゆる体系の整理であったり、外部から見たときの分かりやすさの向上、条文の整理に

よる適正な管理などがございます。 

よって、減債基金条例の積立ての改正も併せまして、１８の基金条例を一本化する

開成町基金条例の制定について制定をするものでございます。 

それでは、条例の内容について御説明いたします。２ページをお開きください。  

開成町条例第 号。 

開成町基金条例第１条です。本条例の趣旨を定めるものでございます。  

次に、第２条です。基金の設置に係るものでございます。第１項につきましては、

現行の１８基金のうち、特定の目的のために資金の積立てを行う基金を、基金の名称

設置の目的、基金に積み立てる額に整理しており、財政調整基金から、次のページ中

段の介護保険財政調整基金までの１６基金を一覧としてございます。 

第２条第２項につきましては、特定の目的のために、定額の資金の運用を行う基金

を、基金の名称、設置の目的、基金の額に整理しており、国民健康保険高額医療費貸

付基金及び介護保険高額介護サービス費貸付基金の２つの基金がございます。  

第３条です。こちらは、各会計年度の決算における決算で生ずる余剰金の扱いにつ

いて、地方自治法の規定により、基金に繰り入れることのできる規定であり、現行の

４つの基金条例に規定されているものを引き継ぐものでございます。 

第１号につきましては一般会計で、財政調整基金と減債基金でございます。 

第２号につきましては国民健康保険特別会計で、国民健康保険財政調整基金でござ

います。 

第３号につきましては、介護保険事業特別会計で介護保険財政調整基金でございま

す。 

続いて第４条です。第１項につきましては、基金の資金について適正な管理を図る

もので、基金に属する現金は最も確実で有利な方法で管理することを規定しておりま

す。第２項につきましては、必要に応じて有価証券に変えることができることの規定

でございます。 

次の５ページに移りまして、第５条でございます。基金の繰替えについての規定で

あります。いわゆるできる規定ということで、財政上、必要があると認める場合は、

確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替
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えて運用することができるとしております。 

続いて第６条です。運用益金、基金から生ずる収益についての規定でございます。 

第１項につきましては、第２条第１項における特定の目的のために資金の積立てを

行う基金に関するもので、例えば、金融機関で、受託した場合の利息が生じた場合に

は、基金に係る再掲予算に計上し、当該基金に繰り入れるものでございます。  

第２項につきましては、第２条第２項における、特定の目的のために、定額の資金

の運用を行う基金に関するものですが、基金の額は定額であるため、収益が発生した

場合には、基金に係る会計予算に充当するものでございます。 

続いて、第７条です。基金を取り崩す場合の規定であります。 

第１項は、第２条第１項における特定の目的のために資金の積立てを行う基金に関

するもので、その目的に限り、基金を取り崩すことができるものでございます。  

第２項につきましては、第２条第１項における特定の目的のために資金を積立てを

行う基金について、寄附金を基金に積立処分を行う場合については、寄附者の希望に

配慮する旨の規定でございます。 

続いて、第８条です。条例の施行について必要な事項を別に定めることを規定する

ことであり、必要に応じて規則等で定めるものでございます。 

そして附則でございます。 

第１項、この条例は令和６年４月１日から施行することとしております。  

第２項及び第３項につきましては、現行の１８の個別条例を廃止するとともに、廃

止する１８基金の現金等の資金については、この条例の基金に移行することとしてお

ります。 

御説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。質疑ございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようですので、採決を行います。 

議案第６号 開成町基金条例を制定することについて、原案に賛成の方は賛成ボタ

ンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございませんか。

採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第６ 議案第７号 開成町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条
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例の一部を改正する条例を制定することについてを議題とします。  

提案理由を町長に求めます。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支

給に関する規定を整備するため、開成町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定を提案いたします。 

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

細部説明を担当課長に求めます。 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

それでは、議案第７号について御説明をさせていただきます。 

ファイル名は０４、議案第７号 開成町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例を制定することについてをお開きいただきたいと思

います。 

まず、今回の条例改正の概要について御説明申し上げます。 

地方自治法の一部を改正する法律が令和５年５月８日に公布され、一部の規定を除

き、令和６年４月１日に施行されます。 

この法改正は、国の非常勤職員の取扱いとの均衡及び適正な処遇の確保の観点から、

パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする内容となって

ございます。 

また令和５年６月９日付で、総務省自治行政局公務員部長通知が発出され、令和６

年度からパートタイム会計年度任用職員に勤勉手当を適切に支給すべきであること、

これまで、勤勉手当を支給しないことを基本とする旨の助言がなされていたフルタイ

ム会計年度任用職員についても、同様に勤勉手当を適切に支給すべきということにつ

いて、地方公務員法及び地方自治法に基づく技術的な助言があったところでございま

す。 

この法改正及び総務省通知を踏まえ本町においても、会計年度任用職員の適切な処

遇を確保する観点から、令和６年６月期から勤勉手当を支給するため条例改正を行う

ものでございます。 

なお勤勉手当の支給月数につきましては常勤職員の勤勉手当について規定する給

与条例を準用することとしてございます。 

昨年の人事院勧告を踏まえた現行の支給月数は６月期、１２月期共に１．０２５月

年間で２．０５月分となってございます。 

また、影響額でございますが、この後、御審議いただきます令和６年度当初予算案

において、全家計を通じた勤勉手当分として約１，７００万円を計上してございます。 

それでは、次のページ２ページをお開きください。条例案でございます。 

開成町条例第 号。 
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開成町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 

開成町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に改正に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を、同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

第２条の改正は、会計年度任用職員の給与に新たに勤勉手当を追加するものでござ

います。 

次のページ、３ページにお進みください。 

第４条の次にフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について規定する第１４条

の２を新設し、第１項では、常勤職員の勤勉手当について規定する給与条例第１７条

を準用することを、第２項では、フルタイム会計年度任用職員の期末手当について規

定するこの条例の第１４条第２項及び第３項を準用することを、それぞれ定めるもの

でございます。 

４ページにお進みください。 

第２４条の次に、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について規定する第２

４条の２を新設し、第１項では、常勤職員の勤勉手当について規定する給与条例第１

４条の準用と必要な読替えを、第２項では、パートタイム会計年度任用職員の期末手

当について規定するこの条例の第２４条第２項及び第３項を準用することを定める

ものでございます。 

５ページにお進みください。 

附則でございます。 

この条例の施行期日を令和６年４月１日と定めるものでございます。 

御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

５番、武井議員。 

○５番（武井正広） 

５番、武井です。会計年度任用職員にも勤勉手当という形で、期末手当の６月１２

月につけたというのはすごくいいことだと思います。今お話にありました１．０２５

月、年間で１．０５月で、年間で全体で１７００万という話があったのですけれども、

一般例で構いませんので、これがつくことによって、１人当たりフルタイムの方は年

間どのくらい報酬というか所得が上がると考えられているんでしょうか。 

○副議長（前田せつよ） 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

ただいまの御質問にお答えいたします。まず、本町の会計年度任用職員といたしま

しては、今議員からの言葉であったフルタイムという形の任用ございません。全員が

パートタイムという形で任用してございますので、それぞれの人の雇用形態によって
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違いますし、それから基本的には、過去６か月間の実際の任用の実績に基づいて平均

額をベースにしながら、期末手当、勤勉手当を算出してまいりますので、一概に誰が

幾らといったようなものはちょっと算出しにくいといった状況になっていることを

御理解いただければと思います。 

○副議長（前田せつよ） 

５番、武井議員。 

○５番（武井正広） 

承知しました。勤勉手当って、私なんかが考えると、多少なりとも変動幅があるの

かなという認識ではあるのですけれども、何年か前もこういった話をすると、公務員

は公平の原則だからというお話があるのですが、やっぱり多少なりとも、こういった

ところでやっぱり一生懸命頑張られているなという方には、多少めり張りというもの

があったほうがやっぱり働いている方というのは、それなりに当然よしという気持ち

になるじゃないですか。 

ですから、そういうところは、ぜひ考えていただきたいなと思いますが、いかがで

すか。 

○副議長（前田せつよ） 

参事兼総務課長。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

ただいまの御質問にお答えいたします。制度としては、会計年度任用職員だけでは

なく、一般職も含めまして、成績に応じて、強弱というか、差をつけられるという制

度にはなってございます。しかしながら、職員組合との関係もございまして、今のと

ころは勤勉手当の差はつけてないといった状況がございます。この辺につきましては、

一般職も含めた検討課題といたしまして、今後検討を進めてまいりたいと考えてござ

います。 

○副議長（前田せつよ） 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようでございますので、採決を行います。 

議案第７号 開成町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについて、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は

反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございませんね。採決を締め切り

ます。 

 （賛 成 全 員） 
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○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第７ 議案第８号 開成町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題と

します。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに、特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことから、所要の改正を行うため、

開成町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定を提案いたします。 

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

細部説明を担当課長に求めます。 

こども政策担当課長。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

それでは議案第８号について説明させていただきます。 

ファイル名は０５、議案第８号 開成町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて

を御覧ください。 

本条例は、子ども・子育て支援法第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づ

き、特定教育・保育施設、いわゆる認可保育所、認定こども園、幼稚園及び特定地域

型保育事業、具体的には小規模保育、家庭的保育などの運営に関する基準を定めるも

のでございます。 

今回の条例の改正は、同基準の改正に伴うもので、主な改正のポイントは３つござ

います。 

１つ目は、保育所等における重要事項説明書が紙での掲示に加えて、インターネッ

ト等で公開することが義務づけられるため、当該改正に合わせて本条例を改正するも

のです。 

２つ目は、教育認定を受けた満３歳以上の子どもが、保育所を利用する特定利用保

育及び保育認定を受けた満３歳以上の子どもが、幼稚園を利用する特定利用教育に係

る読替規定を整理するものとするものです。 

３つ目は、磁気ディスク及びＣＤ－ＲＯＭ等の使用による記録の交付を定めた規定

について、中立性を明らかにする観点から、媒体の種類を示さない形の磁気的記録媒

体に改め、文言を適正化するものです。 

それでは、条文の説明をいたします。１ページ進んでいただき、２ページを御覧く

ださい。 
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開成町条例第 号。 

開成町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例。 

開成町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を、同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

表を御覧ください。右側が改正前、左が改正後でございます。 

第１５条第１項第２号は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的提供の推

進に関する法律、認定こども園法の改正により、同法第３条第１０項が削除され、第

１１項が第１０項に改正されたことに伴い、引用条項を改めるものです。  

第２３条は、保育所等における重要事項説明書について、施設への掲示に加え、イ

ンターネットでの公開が国基準により義務づけられたことに伴う改正です。  

３ページにお進みいただきまして、第３５条第３項及び第３６条第３項は、国基準

の改正に伴い、特別利用保育、特別利用教育に係る読替規定を整理するものです。 

第５３条第２項第２号です。 

５ページの下線部分は、媒体の種類を示さない形の時期的記録媒体に改め、字句の

整理を行うものです。 

附則でございます。 

この条例は公布日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、令和６年４月１

日から施行する。 

説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

 ７番、今西景子です。第２３条の改正について質問させていただきます。保育園

を選ぶ際に重要事項が、これまでは掲示でしたが、インターネット上で見ることが

できるようにということでした。全国の保育や教育施設が、全国で一覧になってい

て比較できるような、選択の情報を得られる全国のサイトに載せるような方法を考

えていらっしゃるのか、それとも自園のホームページに掲載するようにするのか、

どのようにお考えになっているか具体的な方法をお聞かせください。 

○副議長（前田せつよ） 

こども政策担当課長。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

ただいまの今西議員の御質問にお答えいたします。国では既に保育所等の利用、施

設の情報につきまして、「ここｄｅサーチ」という形で、全国で既にネット配信をし

ております。現状既にそのような形で進んでいるということで、現状に合わせた形で
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今回改正がされたものでございます。 

○副議長（前田せつよ） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

ありがとうございます。４月１日からの施行となっておりますが、スケジュール感

として、保育園にいつ頃依頼して十分な作業時間が確保されているか、そこら辺をお

聞かせ願いたいです。 

○副議長（前田せつよ） 

こども政策担当課長。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

既に神奈川県を中心に開成町の保育所等についての情報につきましても、全国のこ

の情報公開の制度にのっとって、依頼をかけ、掲示している状況にございますので、

再度、ここで見落としないかというところで、内部で検討いたしまして必要に応じて

依頼をかけていくということで早急に対応してまいります。 

○副議長（前田せつよ） 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようでございますので、採決を行います。 

議案第８号 開成町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて、原案に賛成の方は賛

成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございま

せんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって同意しました。 

日程第８ 議案第９号 開成町介護保険条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。令和６年度から令和８年度までの各年度における第１号被保険者の保険

料率を定めるとともに、介護保険法施行令の一部改正により、介護保険料の段階の判
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定に関する基準等が改正されたため、町条例においても所要の改正をしたいので、開

成町介護保険条例の一部を改正する条例の制定を提案いたします。 

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

細部説明を担当課長に求めます。 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、議案第９号について御説明をさせていただきます。 

ファイル名０６、議案第９号 開成町介護保険条例の一部を改正する条例を制定す

ることについて。 

①議案並びにファイル名０６議案第９号 開成町介護保険条例の一部を改正する

条例を制定することについて、②参考資料、こちらを御覧ください。 

今回の条例一部改正につきましては、介護保険料の改定を主とする改正案となって

ございます。 

まず開成町の高齢者保健福祉計画介護保険事業計画でございますが、今年度をもっ

て第８期３年間の計画期間が終了することから、令和６年度から令和８年度までの３

年間を計画期間とする第９期計画を策定しております。 

計画策定過程の推計では、開成町の高齢化率は、令和５年の２５．２％から、３年

後の令和８年では２５．３％とほぼ横ばいではございますが、団塊ジュニア世代が６

５歳以上となる令和２２年には３０％以上と推計されております。  

また、要介護、要支援認定者も同様に増加していくことが見込まれております。 

高齢者や認定者の増加に伴い、介護保険に係る給付費につきましても、予防給付、

介護給付共に増加すると見込んでおります。 

第９期計画、３年間の総費用額につきましては、およそ４３億３，０００万円と、

第８期の３４億４，０００万円を大きく上回り、率としては１．２６倍になるものと

推計しております。 

また、給付費以外にも、総合事業や包括的支援事業などの地域支援事業費も、第９

期計画期間中の増加を見込んでおるところでございます。 

そのような中、本条例で改定を御提案する介護保険料につきましては、第９期計画

期間中のサービス見込み量を十分に精査いたしまして、必要となる保険料を算定いた

しました。 

算定に当たりましては、被保険者数の今後の見込み、また、認定者数の見込み、介

護サービス、介護予防サービス、それぞれのサービス量の見込み、総合事業の利用見

込み、それと介護報酬の改定も踏まえまして、国のシステムである見える化システム

に入力した結果に加え、神奈川県のヒアリングなどによる調整を経て策定をしたもの

でございます。 

その結果、保険料の収入必要額につきましては、基準額で月額６，０９３円と算定

されましたが、計画期間中に、介護保険財政調整基金を１億円程度取り崩すことによ
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り、保険料の急激な上昇を抑制することとし、月額４７１円を補填し、基準額を５，

６００円と設定いたしました。 

第８期との比較では、プラス２００円、率としては３．７％のプラス。 

年額は６万７，２００円となります。また、所得段階につきましては、第８期計画

では、国基準の９段階に対して１３段階とする所得段階の弾力化を行っておりました

が、今回の第９期より、国基準が現行の９段階から１３段階に変更となります。  

この変更に伴い、検討を行った結果、国基準よりもさらに一段階多い１４段階とし、

引き続き各所得に応じたきめ細かな保険料の設定とさせていただきました。  

それでは２ページの議案を御覧ください。 

開成町条例第 号。 

開成町介護保険条例の一部を改正する条例。 

開成町介護保険条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を、同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

表を御覧いただいて、右が改正前、左が改正後となります。 

第５条の第１号から第４号でございますが、こちらは所得段階でいう第１段階から

第４段階に対応するもので、生活保護の受給者や世帯全員が町民税非課税の者に対し

て、それぞれの調整率を掛けて保険料を算出してございます。 

続いて第５号は第５段階に対応いたします。本人は町民税非課税、世帯の中に課税

されている方がおり、本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が８０万

円を超える方が対象。こちらが基準額となります。月額５，６００円、年額６万７，

２００円となります。 

次の第６号から、本人が町民税課税となります。 

第６号は第６段階に対応するものです。本人の前年の合計所得金額が１２０万円未

満の方が対象となります。 

３ページから５ページの第７号から第１４号は、所得段階の第７段階から第１４段

階までに対応するもので、各所得金額により、段階決定がなされております。  

次の第２項から６ページの第４項につきましては、低所得者に対する保険料の軽減

となります。国では、第８期に引き続き、低所得者の負担軽減を図ることを目的とし

て、保険料の軽減を行うこととし、その対象は、第１項の第１号から第３号に掲げる

もので、各号の規定にかかわらず、保険料を設定しております。 

続いて第７条第３項につきましては、国の所得段階基準に係るもので、現行の９段

階を、今回から変更となった１３段階に改正するものでございます。 

続いて附則でございます。 

第１項は施行期日で、この条例は令和６年４月１日から施行いたします。  

第２項は経過措置です。改正後の開成町介護保険条例の規定は、令和６年度以後の

年度分の保険料について適用し、令和５年度分までの保険料については、従前の例に

よるものといたします。 
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御説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑をどうぞ。質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようでございますので、採決を行います。 

議案第９号 開成町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて、

原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの

押し忘れはございませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第９ 議案第１０号 開成町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを

議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。国が定める基準の改正に伴い、協力医療機関との連携、感染症発生時の

対応等に関する基準を定める必要があるため、開成町指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定を提

案いたします。 

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

細部説明を担当課長に求めます。 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは議案第１０号について御説明をさせていただきます。 

ファイル名０７、議案第１０号 開成町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することにつ

いてを御覧ください。 

初めに本条例の概要を御説明させていただきます。 

国におきましては３年に一度、介護報酬等の改定と併せて、各介護サービスの規定

の見直しを行っております。 
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今回も、国で定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等の改正が行われており、これを受けまして、本町におきましても開成町指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例について、所

要の改正を行うものでございます。 

また、併せまして、昨年１２月に公布されましたデジタル社会の形成を図るための

規制改革を推進するための省令の改正による電磁的記録に関する改正も行ってござ

います。 

それでは、サービス系列ごとに主な改正点を御説明させていただきます。 

多機能系のサービスでは、看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での通いと

泊まりに看護サービスが含まれる旨が明確化されました。 

次に認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症グループホームなどの居住系のサ

ービスでは、在宅医療を担う医療機関や在宅医療支援する地域の医療機関等を協力医

療機関として、実効性のある連携体制の構築、新興感染症発生時等の対応を行う医療

機関との連携について、見直しや義務づけがされてございます。 

次に施設系のサービスでございますが、地域密着型介護老人福祉施設入所者、生活

介護、いわゆる地域密着型の特別養護老人ホームにおいて緊急時等における対応方法

の定期的な見直しが義務づけられました。 

また、居住系サービスと同様に、協力医療機関との連携や、新興感染症発生時の対

応などの見直しや義務づけがされてございます。 

その他、全サービスの共通事項といたしまして、書面掲示規制の見直し、管理者の

業務範囲の明確化、身体的拘束等の適正化の推進が規定されております。 

御説明の中で、介護サービスごとに同様の改正を行っている部分が多くございます

ので、そのような点と、情報整理や文言修正に係る点につきましては、御説明を省略

させていただきたいと存じます。 

それでは２ページの議案を御覧ください。 

開成町条例第 号。 

開成町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例。 

開成町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

表を御覧いただき、右が改正前、左が改正後でございます。 

第６条からは定期巡回随時対応型訪問介護看護の規定でございます。 

３ページの第７条は、管理者が兼務できる事業所の範囲の明確化で、提供する介護

サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、同一

敷地内以外の事業所、施設等での業務への従事が、差し支えないこととされました。 

次の第９条は電磁的記録の定義が定められたことによる改正でございます。  
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４ページを御覧ください。 

第２４条につきましては、第８号及び第９号を新設いたします。いずれも、身体的

拘束に関する規定となっております。 

４ページから５ページにかかる第３４条のうち、第３項は新設で、重要事項のウェ

ブサイトへの掲載の義務づけを規定しております。 

次の第４２条第２項第５号は新設で、やむを得ず、身体的拘束等を行った場合にお

ける記録の義務づけを規定しております。 

次の第４７条からは夜間対応型訪問介護の規定になります。 

６ページから８ページにかかる第４８条、第５１条及び第５８条については、これ

までと同様に管理者や身体的拘束に関する規定となっております。 

次の第５９条の４からは、地域密着型通所介護の規定になります。  

８ページから９ページにかかる第５９条の４、第５９条の９及び第５９条の１９に

つきましてはこれまで同様、管理者や身体的拘束に関する規定となっております。  

１１ページの第５９条の２４からは、療養通所介護に関する規定になります。第５

９条の２４、第５９条の３０及び第５９条の３７につきましても、これまで同様、管

理者や身体的拘束に関する規定となってございます。 

１２ページから１５ページにかかる第６２条から第７９条につきましては、認知症

対応型通所介護の規定でございます。こちらについても同様に管理者や身体的拘束に

関する規定となってございます。 

１５ページの第８２条からは小規模多機能型居宅介護の規定になります。  

１６ページの第８３条第１項では、管理者の兼務の範囲を規定しております。  

１７ページの第９２条第７号は新設で、身体的拘束等の適正化を図るための措置と

して、対策を検討する委員会の開催頻度、指針の整備、従業者等に対する定期的な研

修の実施を義務づける規定となっております。 

１８ページの第１０６条の２は新設で、利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保、及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の定期的な開催を規定

しております。 

１９ページの第１１１条からは、認知症対応型共同生活介護の規定になります。  

第１１１条及び第１２１条では、管理者の兼務の範囲を規定しております。  

２０ページの第１２５条第２項から第６項は新設で、第２項では、協力医療機関の

要件を、第４項では、新興感染症発生時の対応を、第６項では退院が可能となった場

合の受入れをそれぞれ規定しております。 

少し飛びまして２２ページになります。 

２２ページの第１３０条からは、地域密着型特定施設入居者生活介護の規定になり

ます。 

２３ページの第１３０条第１１項は新設で、生産性向上に先進的に取り組む特定施

設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化を規定しております。 

２４ページの第１４７条第２項から第６項は新設で、第２項では協力医療機関の要
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件を、第４項では新興感染症発生時の対応を、第６項では退院が可能となった場合の

受入れをそれぞれ規定しております。 

２６ページの第１５１条からは、地域密着型介護老人福祉施設入所者、生活介護の

規定になります。 

２８ページの第１６５条の２第２項は新設で、緊急時等における対応方法の見直し

を行い、必要に応じた対応方法の変更を規定しております。 

第１７２条第１項第１号から第３号及び第２項から第５項は新設で、第１項では、

協力医療機関の要件を、第５項では退院が可能となった場合の受入れを想定しており

ます。 

３１ページをお願いします。３１ページの第１８７条第５項は新設で、ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者が、その管理等に係る研修の受講を規定し

ておるものです。 

３２ページの第１９１条からは、看護小規模多機能型居宅介護の規定になります。 

３３ページの第１９２条では、管理者の兼務の範囲を規定しております。 

次の第１９７条第７号は新設で、身体的拘束等の適正化を図るための措置として、

対策を検討する委員会の開催頻度、指針の整備従業者等に対する定期的な研修の実施

を義務づける規定となっております。 

少し飛びまして３６ページをお願いいたします。 

３６ページの第２０３条は、電磁的記録の定義が定められたことによる改正でござ

います。 

続いて３７ページの附則をお願いいたします。 

第１項は施行期日で、この条例は令和６年４月１日から施行いたします。 

ただし、第９条第２項及び第２０３条第１項の電磁的記録の定義が定められたこと

による改正規定は公布の日から、第３４条に加えた重要事項のウェブサイトへの掲載

の規定は、令和７年４月１日から施行いたします。 

第２項から第４項は経過措置となります。 

第２項の身体的拘束等の適正化に係る経過措置は１年間、第３項の検討委員会の設

置に係る経過措置と第４項の協力医療機関との連携に関する経過措置については、そ

れぞれ３年間の経過措置を設けるもので、その間については努力義務として扱われま

す。 

御説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

１番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

１番、清水です。 

地域密着型サービス施設として認定されている施設は町内に幾つあるのでしょう

か。 
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○副議長（前田せつよ） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それではただいまの御質問にお答えをさせていただきます。町内にある地域密着型

施設としては、地域密着型の老人福祉施設として１か所、グループホームとして２か

所、地域密着型の通所介護サービス事業所として６か所ございます。 

○副議長（前田せつよ） 

１番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

管理はもともと別の運営体と思われるのですけれども、条例第７条ですとか管理者

に関する条例で、同一敷地内以外に、その管理者が従事できるというところのです。

それに関する条例変更が多いのですけれども、それに至った理由というのはいかがで

しょうか。 

○副議長（前田せつよ） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それではお答えさせていただきます。管理者につきましては、従来、基本的には、

その事業所において業務をすることとされておりました。それが、これまでやって

きた中で、従来業務に支障がない範囲であれば、他の業務、他の事業所の管理者の

兼務ですとか、そういった兼務の範囲が多少広がったという議論がなされた結果と

して、このような改正をさせていただくものでございます。 

○副議長（前田せつよ） 

１番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

考えられる利用者さんにとってのメリットとしては、地域密着型として情報が、

町の中で共有されて、段階が変わってきたときですとか、通ってるところを移動さ

れるときですとかにスムーズになるのかなとは思われるのですけど、その辺りにつ

いてはいかがでしょうか。 

○副議長（前田せつよ） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それではお答えさせていただきます。利用されてる方の事業所の変更等につきま

しては、それぞれケアマネージャーさんがついていらっしゃいますので、その方々

とも相談をしながらという形になるかと思います。 

一概にその管理者については、今申し上げたように、必ずしも同一敷地内じゃな

くても従事することができるという規定になっているだけですので、直接、利用者

の事業所変更等々、直結するものはないと考えてございます。 

○副議長（前田せつよ） 
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ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようですので、採決を行います。 

議案第１０号 開成町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて、原案に賛成の

方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはご

ざいませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

ここで暫時休憩といたします。再開を１０時３０分とします。 

午前１０時１４分 

○副議長（前田せつよ） 

再開します。 

午前１０時３０分 

○副議長（前田せつよ） 

日程第１０ 議案第１１号 開成町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定すること

についてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。国が定める基準の改正に伴い、協力医療機関との連携、感染症発生時の

対応等に関する基準を定める必要があるため、開成町指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の

制定を提案いたします。 

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

細部説明を担当課長に求めます。 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは議案第１１号について御説明させていただきます。 

ファイル名０８、議案第１１号 開成町指定地域密着型介護予防サービスの事業の
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人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについてを御覧ください。 

初めに本条例の概要を御説明させていただきます。 

こちらにつきましても、国で定める指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関

する基準等の改正を受けまして、開成町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例について、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

先ほどは指定地域密着型サービスの基準でございましたが、こちらについては指定

地域密着型の介護予防サービスの基準の改正となります。 

それでは議案２ページを御覧ください。 

開成町条例第 号。 

開成町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例。 

開成町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を、同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

表を御覧いただき、右が改正前、左が改正後でございます。 

第６条から介護予防認知症対応型通所介護の規定になります。第６条及び３ページ

の第１０条では、管理者が兼務できる事業所の範囲の明確化で、提供する介護サービ

スの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、同一敷地内

における事業所施設でなくても差し支えないこととされました。 

次の第１１条は、電磁的記録の定義が定められたことによる改正でございます。 

５ページをお願いします。 

第３２条第３項は新設で、重要事項のウェブサイトへの掲載の義務づけを規定して

おります。 

次の第４０条第２項第３号は新設で、やむを得ず身体的拘束等を行った場合におけ

る記録の義務づけを規定しております。 

次の第４２条は、第１０号及び第１１号を新設いたします。いずれも、身体的拘束

に関する規定となっております。 

６ページの第４４条からは、介護予防小規模多機能型居宅介護に関する規定になり

ます。 

７ページの第４５条第１項では、管理者の兼務の範囲を規定しております。  

８ページの第５３条第３項は新設で、身体的拘束等の適正化を図るための措置とし

て、第１号で対策を検討する委員会の開催頻度と、従業者への周知徹底、第２号で指

針の整備、第３号で従業者等に対する定期的な研修の実施を義務づける規定となって

おります。 

次の第６３条の２は新設で、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
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の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の定期的な開催を規定しておりま

す。 

１０ページの第７２条からは介護予防認知症対応型共同生活介護の規定になりま

す。 

第７２条及び第７９条では、管理者の兼務の範囲を規定しております。  

１１ページの第８３条第２項から第６項は新設で、第２項では協力医療機関の要件

を、第４項では新興感染症発生時の対応を、第６項では退院となった場合の受入れを

それぞれ規定しております。 

１３ページの第９１条については、電磁的記録の定義が定められたことによる改正

になります。 

続いて１４ページ、附則をお願いいたします。 

第１項は施行期日で、この条例は令和６年４月１日から施行いたします。 

ただし、第１１条第２項及び第９１条第１項の電磁的記録の定義が定められたこと

による改正規定は公布の日から、第３２条に加えた重要事項のウェブサイトへの掲載

の規定は、令和７年４月１日から施行いたします。 

第２項及び第３項は経過措置となり、第２項の身体的拘束等の適正化に係る経過措

置は１年間、第３項の検討委員会の設置に係る経過措置は３年間の経過措置を設ける

もので、その間は努力義務として扱われます。 

御説明は以上となります。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論もないようでございますので、採決を行います。 

議案第１１号 開成町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて、原案

に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し

忘れはございませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１１ 議案第１２号 開成町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題と
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します。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。国が定める基準の改正に伴い、身体的拘束等の適正化の推進等に関する

基準を定める必要があるため、開成町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定を提案いたします。 

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

細部説明を担当課長に求めます。 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは議案第１２号について御説明をさせていただきます。 

ファイル名０９、議案第１２号 開成町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを御覧

ください。 

初めに、本条例の概要を御説明させていただきます。こちらにつきましても、国で

定める指定居宅サービス等の人員、設備、及び運営に関する基準等の改正を受けまし

て、開成町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例に

ついて所要の改正を行うものでございます。 

それでは、議案の２ページを御覧ください。 

開成町条例第 号。 

開成町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例。 

開成町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

表を御覧いただき、右が改正前、左が改正後でございます。 

まず、第５条に第２項を新設し、事業所ごとに１人以上の介護支援専門員の配置が

義務づけられました。 

次の第６条では、第３項及び第４項を新設し、第３項では常勤かつ主任介護支援専

門員である管理者を置かなければならないこと。 

第４項では、管理者の兼務の範囲が規定されました。 

４ページをお願いいたします。 

第７条第４項は、電磁的記録の定義が定められたことによる改正でございます。  

次の第１３条では、第２項及び第３項を新設し、第２項では、通常の事業の実施地

域以外の居宅を訪問した場合の交通費の受領、第３項では事前の説明と同意を規定し
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ております。 

少し飛んで６ページの第２４条になります。 

第３項は新設で、重要事項のウェブサイトへの掲載の義務づけを規定しております。 

次に第３１条です。７ページになりますが第２項第３号は新設で、やむを得ず身体

的拘束等を行った場合における記録の義務づけを規定しております。 

次の第３３条では、身体的拘束に関する規定として、第３号及び第４号を新設いた

します。 

８ページの第１９号はモニタリングに関する規定で、テレビ電話装置等を活用した

面接をするための要件が規定されております。 

また、１１ページの第３３号も新設で、情報提供に関する規定となります。  

次の第３６条は電磁的記録の定義が定められたことによる改正でございます。  

附則でございます。 

この条例は令和６年４月１日から施行いたします。 

ただし、第７条第４項及び第３６条第１項の電磁的記録の定義が定められたことに

よる改正規定は公布の日から、第２４条に加えた重要事項のウェブサイトへの掲載の

規定は、令和７年４月１日から施行いたします。 

御説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

１番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

１番、清水です。第１３条に関して、利用者が交通費を払うというところなんです

けれども、こちら交通費の条件についての説明を、利用者またはその家族に対し説明

を行うとありますが、利用者、その利用者本人の介護認定の条件などはあるのでしょ

うか。 

○副議長（前田せつよ） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは御質問にお答えさせていただきます。 

こちらの条例につきまして、まず介護予防支援ということになりますので、対象に

ついては要支援者の方になります。 

また、ここで新設するものについては基本的には通常区域と定められておりますが、

万一それを超えた場合に、超える場合については、事前に説明などが必要だというの

を新たに設けるものになってございます。 

○副議長（前田せつよ） 

１番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

要支援者ということで、一般的に考えて御高齢の方を想定するのですけれども、御
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心配になったのは、その場で現金で払うのか、そのときに軽度であっても認知症の方

ですとか、そういうときに問題にならないのかというのが懸念されるのですが、その

辺りはいかがでしょうか。 

○副議長（前田せつよ） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それではお答えをさせていただきます。まず、要支援認定を受けた方が対象になる

というのが大前提になりまして、また、こちらの利用料金の受領につきましては、ま

ずその料金がかかるということを御説明、また同意をしていただくこと、介護報酬と

は別になるかもしれませんけれども、基本的にその場でなのか、あとは月でまとめて

御請求をさせていただくのか、そちらについては事業所での対応になるかと考えてご

ざいます。 

○副議長（前田せつよ） 

１番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

では、これは地域密着というところで、町がそういった問題がないかというのを管

理していくということでよろしいでしょうか。 

○副議長（前田せつよ） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それではお答えをさせていただきます。こちらにつきまして町で管理をしているも

のについては介護報酬については毎月請求等の関係の確認ができます。そういうこと

はできます。 

ただ、こちらの利用料金に交通費の関係については、別途介護報酬は別になります

ので、そちらについては、我々のほうで、運営指導等で事業所を訪れたときに、どう

いうふうな形になっているのかという確認は取らせていただければと考えておりま

す。 

○副議長（前田せつよ） 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようでございますので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっし

ゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようですので、採決を行います。 

議案第１２号 開成町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて、原案に賛成の方は賛成
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ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございませ

んね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１２ 議案第１３号 開成町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて議題とし

ます。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。国が定める基準の改正に伴い、身体的拘束等の適正化の推進等に関する

基準を定める必要があるため、開成町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定を提案いたします。  

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

細部説明を担当課長に求めます。 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、議案第１３号について御説明をさせていただきます。 

ファイル名１０、議案第１３号 開成町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを御覧

ください。 

初めに、本条例の概要を御説明させていただきます。 

こちらにつきましても国で定める指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関す

る基準等の改正を受けまして、開成町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例について、所要の改正を行うものでございます。  

それでは議案２ページを御覧ください。 

開成町条例第 号。 

開成町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例。 

開成町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

 表を御覧いただき、右が改正前、左が改正後でございます。 

まず第５条です。第２項と新設の第３項でケアマネージャー１人当たりの取扱件数

が改正されております。 
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３ページの第６条では、管理者の兼務の範囲が規定されております。 

４ページの第７条第３項新設で、効率、中立性の確保のための取組の見直しとして、

前６か月に作成したケアプランにおける、訪問介護や通所介護等の利用割合などを利

用者に説明し理解を得ることを規定しております。 

また５ページの同条第５項第２号は、電磁的記録の定義が定められたことによる改

正でございます。 

６ページの第１６条第３号及び第４号は新設で、身体的拘束に関する規定となって

おります。 

７ページの第１７条第１７号は、モニタリングに関する規定で、テレビ、電話装置

等を活用した面接をするための要件が規定されております。 

９ページの第２５条第３項は新設で、重要事項のウェブサイトへの掲載の義務づけ

を規定しております。 

次の第３２条第２項第３号は新設で、やむを得ず身体的拘束等を行った場合におけ

る記録の義務づけを規定しております。 

次の第３４条は電磁的記録の定義が定められたことによる改正です。 

続いて１０ページを御覧ください。附則でございます。 

この条例は令和６年４月１日から施行いたします。 

ただし第７条第４項及び第３４条第１項の電磁的記録の定義が定められたことに

よる改正規定は公布の日から、第２５条に加えた重要事項のウェブサイトへの掲載の

規定は、令和７年４月１日から施行いたします。 

御説明は以上であります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようですので、採決を行います。 

議案第１３号 開成町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて、原案に賛成の方は賛成

ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございませ

んね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１３ 議案第１４号 開成町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す
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る条例を制定することについてを議題とします。 

提案理由を町長に求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

提案理由。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、

消防団員等の公務災害に係る損害補償の補償基礎額を改正したいので、開成町消防団

員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定を提案いたします。  

よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

細部説明を担当課長に求めます。 

参事兼防災安全課長。 

○参事兼防災安全課長（小玉直樹） 

それではファイルナンバー１１、議案第１４号 開成町消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例をお開きください。 

初めに、今回の条例改正の概要について御説明申し上げます。 

今回の改正は、最近における社会経済情勢に鑑み、消防団員の処遇改善を図る観点

から、損害補償に係る損害補償基礎額の引上げを行うべき非常勤消防団員等に係る損

害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、令和６年２月９日に公布された

ことに伴い、開成町消防団員等公務災害補償条例を改正するため、条例の一部改正を

行うものでございます。 

それでは２ページ目を御覧ください。 

開成町条例第 号。 

開成町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 

開成町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

今回の改正を行う箇所については２点となります。 

１点目は、第５条第２項第２号中にある補償基礎額の最低額を８，９００円から９，

１００円に改めるものでございます。 

３ページ目を御覧ください。２点目は、別表の改正でございます。補償基礎額表の

階級及び勤務年数別の下線で示す補償基礎額について、記載のとおり改めるものでご

ざいます。 

附則でございます。 

第１項では、この条例は令和６年４月１日から施行する旨を定めるものでございま

す。 

附則第２項では、経過措置として、令和６年４月１日以降に支給すべき事由の生じ

た損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以降の期間に係る損害補償年

金等について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び、同日前に支給
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すべき事由の生じた同日までの期間に係る障害補償年金等については、なお従前の例

によるものでございます。 

説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようですので、採決を行います。 

議案第１４号 開成町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定

することについて、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押して

ください。ボタンの押し忘れはございませんね。採決を締め切ります。  

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１４ 議案第１５号 令和５年度開成町一般会計補正予算（第８号）につい

てを議題といたします。 

予算書の説明を順次、担当課長に求めます。 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

それでは、議案第１５号について御説明させていただきます。 

ファイルについては、ナンバー１２、議案第１５号 令和５年度開成町一般会計補

正予算（第８号）をお開きください。 

資料については２ページを御覧ください。第１表、歳入歳出予算補正の歳入になり

ます。 

１０款地方交付税、１項地方交付税から、２１款町債、１項町債までの補正額の計

９，１０７万４，０００円です。 

次に３ページをお開きください。歳出になります。 

２款総務費、１項総務管理費から、４ページに移りまして、１３款予備費、１項予

備費までの補正額の計９，１０７万４，０００円です。歳入歳出ともに９，１０７万

４，０００円を増額補正いたしまして、合計額は８２億９，６９２万６，０００円と

するものでございます。 

次に、５ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費補正です。今回は追加で

７件ございます。 

上段から、２款総務費、１項総務管理費、事業名、戸籍システム管理費、金額、４
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４３万３，０００円です。 

その下、３款民生費、１項社会福祉費、事業名、価格高騰重点支援給付金給付関係

費の追加分です。金額、７８７万７，０００円です。その下、事業名、価格高騰重点

支援給付金給付関係費の均等割課税及びこども加算、金額、３，２０６万９，０００

円です。 

その下、４款衛生費、１項保健衛生費、事業名、新型コロナウイルスワクチン接種

事業費、金額、１０５万２，０００円です。 

その下、７款土木費、２項道路橋りょう費、事業名、町道改良事業費、金額、１２

６万４，０００円です。その下、事業名、橋りょう整備事業費、金額、１，３００万

円です。その下、７款土木費、４項都市計画費、事業名、駅前通り線周辺地区土地区

画整理事業費、金額、１億７，８２０万円です。 

合計額２億３，７８９万５，０００円です。 

続いてその下、第３表、債務負担行為補正です。 

１追加、事項、幼稚園給食栄養士業務委託料、期間、令和５年度から令和６年度ま

で、限度額６４９万円です。 

続いて６ページをお願いいたします。第４表地方債の補正でございます。今回は変

更で２件ございます。 

起債の目的、町民センター改修事業債、補正前１億６，６６０万円について、補正

後１億５，１８０万円に、その下、記載の目的、福祉会館改修事業債、補正前３，０

００万円について、補正後１億１，２００万円でございます。起債の方法、利率、償

還の方法については記載のとおりでございます。 

それでは、補正予算の詳細を歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明させてい

ただきます。 

１０ページをお願いいたします。２歳入でございます。 

１０款地方交付税、１項地方交付税です。１目地方交付税、説明欄、普通交付税、

５，４８６万７，０００円の増額です。こちらは、国の予算で増額補正が行われ、再

算定の結果により増額するものでございます。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

続きまして、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１２節、

地方創生推進交付金、説明欄１つ目です、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金、４，６９２万３，０００円の増。こちらは歳出で御説明をいたします水道

料金下水道使用料減免事業の実施経費に充当するものでございます。 

２つ目になります、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、３，９７３万２，

０００円の増。こちらは歳出で御説明いたします価格高騰重点支援給付金等の実施経

費に充当するものでございます。 

○参事兼子育て健康課長（小宮好徳） 

その下、４目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金説明欄新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業費補助金、２２万４，０００円でございます。 
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こちらはワクチン接種データのレイアウト変更に伴う補助金となってございます。

歳出では、町村情報システム共同事業組合費負担金に計上してございます。補助率は

１０分の１０でございます。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

続きまして同じく説明欄、地域脱炭素移行再エネ推進交付金３，２０２万４，００

０円の減、こちらは町民センター空調工事、そして福祉会館空調工事の工事費及び補

助対象経費の変動に応じて減額となるものでございます。 

○街づくり推進課長（井上 昇） 

続きまして、１つ下、６目土木費国庫補助金、１節道路橋りょう費補助金、説明欄、

社会資本整備総合交付金、７４７万１，０００円の減でございます。こちらは交付金

が確定したことによる減額でございます。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、７目教育費国庫補助金、説明欄、公立学校情報機器整備費補助金７８

万７，０００円でございます。 

１人１台端末による本格的な教育活動を展開する中、より安定的な支援基盤の構築

を目指しまして、課題である学校現場におけるＩＣＴ支援のできる人材の不足等の解

消を図るとともに、家庭への持ち帰り時における故障等の運営支援を含め、各自治体

が自立してＩＣＴ活用を進めるための運営支援体制を構築することを目的とした国

からの補助金で、補助率は２分の１。事務局費、公務用パソコン管理費、学校ＩＣＴ

活用支援等業務委託に充当いたします。 

○街づくり推進課長（井上 昇） 

続きまして、１５款県支出金、２項県補助金、４目農林水産費県補助金、説明欄、

地籍調査事業費補助金２６８万８，０００円の減額でございます。こちらは地籍調査

業務に伴う補助金が確定したことによる減額でございます。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

続きまして、その下、説明欄、新規就農者育成総合対策交付金、１５０万円の減額

です。こちらは新規就農者が今年から本格的に耕作をする計画に伴って、申請をさせ

ていましたが、家庭の事情により今年度の本格的な耕作ができなくなったという申請

がありまして、県と協議をした上で減額するものでございます。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

続きまして１７款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金、１節一般寄附金でござい

ます。説明欄、ふるさと応援寄附金、５，５００万円の減額でございます。ふるさと

応援寄附金について、今年度のこれまでの実績が、当初予算で見込んだ額を下回る予

定ですので、減額するものでございます。減額の要因といたしましては、コロナ禍に

おける巣籠もり需要が減少したことが主な要因と捉えております。減額補正の結果、

令和４年度決算と同等程度となる見込みを考えてございます。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

続きまして、同じく２目総務費寄附金、１節総務管理費寄附金、説明欄、地方創生
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応援税制に係る寄附金１００万円の減でございます。いわゆる企業版ふるさと納税に

つきまして、寄附実績見込みに基づきまして現金分としての減額をしてございます。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

その下、３目民生費寄附金、２節児童福祉費寄附金、説明欄、子育て支援事業寄附

金、７０万３，０００円の増額です。こちらは民間企業からの寄附金１件分で子育て

支援事業にという意向がございましたので、令和５年１０月から制度拡大をいたしま

した子ども医療助成事業に全額充当させていただいてございます。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

続きまして次のページを御覧ください。４目農林水産事業費寄附金、説明欄、あじ

さい維持管理事業寄附金、こちらにつきましては３団体からの寄附金がありましたの

で、基金へ寄附金を入れ込む形です。 

その下、５目、商工費寄附金、説明欄、あしがり郷瀬戸屋敷維持管理事業寄附金、

こちらにつきましてもあしがり郷で募金箱等により寄附がありましたので、寄附を行

うものでございます。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして９目教育費寄附金、説明欄、教育振興事業寄附金、２万９，０００円で

ございます。教育振興への活用を趣旨とする篤志家の方からの寄附金３万円になりま

す。 

○財務課長（高橋清一） 

続いて１８款繰入金、１項基金繰入金、３目公共施設整備基金繰入金、説明欄公共

施設整備基金繰入金、２，０００万円の減額です。こちらは、福祉会館及び町民セン

ターにおける空調設備更新工事において、基金の取崩しを行うものでございますが、

先に御説明がありました国の地域脱炭素移行再エネ推進交付金が減額となることか

ら、この後御説明いたします町債も併せて財源の組替えを行っております。この関係

でこの公共施設整備基金においては２，０００万円の減額を行います。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして２０款諸収入、３項貸付金元利収入、２目育英奨学貸付金元利収入、説

明欄、育英奨学貸付金元利収入、１万８，０００円でございます。体調不良等の理由

から長期にわたりまして、育英奨学金の償還が滞っておりました貸付者２名からの償

還金となります。 

○財務課長（高橋清一） 

次に、２１款町債、１項町債です。福祉会館及び町民センターにおける空調設備更

新工事における財源の組替えとして、１目総務債、説明欄、町民センター改修事業債

では１，４８０万円の減額を、２目民生債、説明欄、福祉会館改修事業債では８，２

００万円の増額をいたします。 

歳入の説明は以上となります。 

続いて歳出になります。１２ページをお願いいたします。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 
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それでは１２ページ歳出でございます。 

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、説明欄、給与費職員退職手当組合

負担金、４５４万２，０００円の増額でございます。こちらは定年調整が令和５年度

から開始され、今年度６０歳到達者等の中で今年度末の退職者が確定したことにより

当初見込んでいなかった特別負担金を増額するものでございます。  

続きまして説明欄、その下、総務事務費、事務機器等保守委託料、３５万円の増額

でございます。こちらは新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことにより、各

事業の再開、拡充が行われたことから、単価契約をしている印刷機能を備えた複合機

の保守委託料が不足する見込みであるので、増額するものでございます。  

その下でございます。例規集システム更新業務委託料、４８万７，０００円の増額

でございます。こちらは当初見込んでいた令和５年度中の例規データベースの更新件

数７０件に対し、実績が１０４件となる見込みでございますので、単価契約で委託し

ている更新委託料を増額するものでございます。 

その下でございます。ふるさと納税関係費、ふるさと納税推進業務委託料、３，０

９６万４，０００円の減額でございます。こちらは歳入の見込みの減額に伴いまして、

業務委託料を減額するものでございます。 

○財務課長（高橋清一） 

次に４目財産管理費でございます。説明欄、庁舎管理費の光熱水費５００万円の減

額でございます。こちらは庁舎のほか町民センターの電気料に係る予算でございます。

町民センターでは空調設備の更新工事に係る休館等がございまして、電気使用量の減

少による執行残について減額をするものでございます。 

○街づくり推進課長（井上 昇） 

続きまして、その下、１２節委託料、説明欄、地籍調査事業費、地籍調査業務委託

料、４１６万円の減額でございます。こちらは地籍調査業務委託に伴う入札による落

札差金等によるものでございます。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

続きまして７目電算管理費、説明欄、電算システム管理費、町村情報システム共同

事業組合負担金、７６万２，０００円の増額でございます。今回の補正要因は３点で

ございます。１点目が障害福祉サービス等報酬改定に伴う障害者自立支援システムの

改修費１７万１，０００円の増。２点目がマイナンバーとの情報連携を図るため最新

の接種情報を加える健康管理システムのレイアウト改修費２２万４，４００円の増。

３点目が住民税均等割等のみの課税世帯等への給付金を実施するためのシステム改

修費３６万６，５２０円の増。以上の要因から、当該システムを管理運用しているシ

ステム組合への負担金を増額するものでございます。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

続きまして、８目町民センター管理費です。こちらは、歳入側で説明がありました

国庫支出金の交付額の変更などに伴い、町民センター施設整備事業費の財源更正を行

うものです。 
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○福祉介護課長（奥津亮一） 

続きまして、１２目諸費、説明欄、過年度分精算金４，０００円の増額でございま

す。こちらについては地域生活支援事業費国庫補助金について、前年度の実績報告に

伴い国に返還が生じるため計上させていただくものです。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

同じく過年度分精算金、保育士等処遇改善臨時特例交付金精算金１１万５，０００

円です。こちらは令和３年度分の国庫精算金で、新型コロナウイルス感染症への対応

をしながら、保育、学童保育などの最前線で働く保育士と放課後児童支援員の処遇改

善のための臨時特例交付金で、交付率１０分の１０のものでございます。国より金額

の確定がされましたので、ここで精算させていただくものでございます。  

○参事兼子育て健康課長（小宮好徳） 

その下になります、過年度分精算金、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫

負担金精算金２２１万５，０００円でございます。こちらは令和４年度の実績報告に

伴う確定となりまして、精算金を支払うものでございます。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

続きまして１３ページになります。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総

務費、説明欄、介護保険事業特別会計繰出金、５２９万６，０００円の増額でござい

ます。こちらは介護保険事業特別会計における保険給付費等の増額補正に対して、一

般会計から法定分を繰り出すものでございます。 

続きまして、５目障害福祉費、説明欄、自立支援給付関係費、７９４万１，０００

円の増額です。こちらにつきましては一度補正予算で増額を認めいただいております

が、その時点よりも、新規利用者やサービス利用頻度がより増加していることから、

不足が見込まれるため、手数料を６万９，０００円、扶助費を７８７万２，０００円

それぞれ増額させていただくものです。 

その下の説明欄、地域生活支援事業費、１３万５，０００円の増額です。こちらの

地域生活支援事業は、障害者総合支援法の障害者相談支援事業として実施しておりま

す。昨年１０月のインボイス制度導入により、改めて委託先事業者が関係法令を確認

したところ、当該事業が社会福祉法の非課税事業である社会福祉事業には該当しない

こと、そのため消費税の申告が必要であったことが判明いたしました。また、国から

の通知では、委託料の消費税等は自治体が負担すべきであることが示されたため、委

託料の増額により対応するものでございます。 

その下の説明欄、障害者相談支援事業費１１６万７，０００円の増額です。こちら

も先ほどの地域生活支援事業費と同様の対応となりますが、こちらの事業については、

足柄上地区１市５町共同で実施していることから、事務局に対する負担金として対応

させていただくものでございます。 

続きまして６目福祉会館管理費になります。こちらは歳入で御説明させていただい

た国庫補助などの増減によります財源更正となってございます。 

続きまして、１２目価格高騰重点支援給付金給付関係費、説明欄、価格高騰重点支
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援給付金給付関係費、均等割課税及びこども加算、３，２２６万６，０００円の増額

でございます。こちらは、令和５年１１月２日に閣議決定されたデフレ脱却のための

総合経済対策を踏まえ、低所得者支援を補足する給付として、個人住民税均等割のみ

の課税がなされている世帯への給付並びにこども加算の給付を実施するものでござ

います。 

対象及び給付額を御説明させていただきます。まず、個人住民税均等割のみ課税世

帯については、令和５年１２月１日時点で当町に住民登録があり、かつ令和５年度住

民税において所得割が課せられていないもののみで構成されている世帯が対象で、給

付額は１世帯当たり１０万円となります。次にこども加算についてです。令和５年１

２月１日時点で当町に住民登録があり、令和５年度における住民税非課税世帯及び均

等割のみ課税世帯への給付の加算として、当該世帯において扶養されている１８歳以

下の方１人当たり５万円となります。 

それでは事業費の内訳を御説明させていただきます。会計年度任用職員報酬の１５

万３，０００円は、会計年度任用職員の報酬。職員手当等の２３万２，０００円は職

員の時間外勤務手当。費用弁償の３万９，０００円は会計年度任用職員の通勤費。消

耗品費の１０万円は給付金支給事務に係る事務用品の購入費。通信運搬費の１７万７，

０００円は支給決定通知など、関係書類の郵送料。手数料３万８，０００円は口座振

込み手数料。事務機器等保守業務委託料２万７，０００円は、複写機の使用料。価格

高騰重点支援給付金の３，１５０万円は、均等割のみ課税世帯２００世帯に１０万円

を乗じた２，０００万円と、子ども２３０人に５万円を乗じた１，１５０万円の合計

額となります。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

１ページお進みいただいて、１４ページを御覧ください。 

３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、こちらにつきましては先ほど

の寄附金につきまして子ども医療助成事業の方に財源充当させていただいたものに

なります。 

その下、２目児童措置費、説明欄、民間保育所等運営支援事業費、保育所入所児童

委託料１，５６２万５，０００円の増額です。令和５年度の人事院勧告に伴い、公定

価格の各単価の改正がされました。令和５年度の改定率は５．２％増と大幅な引上げ

となり、令和５年４月に遡り適用するため、支出見込み額と当初予算額との差額につ

いて、不足分について増額補正を要求させていただくものでございます。また、本来

でしたら、保育に関する委託料の給付関係につきましては、国、県の補助の対象とな

っているため、財布、歳出の増に合わせて歳入を増額するところでございますが、当

初予算の要求の段階で、利用者負担額の算定において、歳入を多く見込んでおりまし

て、結果的に予算額内に収まることが確定したため、今回歳入の補正の要求はござい

ません。 

その下、子ども家庭総合支援拠点運営事業費、こどもに関する各種データ連携によ

る支援実証事業委託料、１，４３０万円の減額です。本事業につきましては、町事業
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として令和４年度補正予算にて承認をいただき、動き出したものです。令和５年度に

つきましても、町事業として開成町子ども見守りシステムの構築を進める予定でした

が、こども家庭庁が進める子どもに関する各種データ連携に関する実証事業への応募

があり、申請したところ、国事業として採択されたため、費用は全額こども家庭庁が

負担し、事業を実施してまいりましたので、ここで減額させていただきます。  

○産業振興課長（熊澤勝己） 

続きまして、その下、５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費、２４節積

立金、説明欄、町の花あじさい維持管理事業積立金、こちらも歳入で説明しました３

団体の寄附がありましたものを積み立てるものでございます。 

その下、３目農業振興費、説明欄、農業活性化推進事業費、１５０万円の減額、こ

ちらも歳入で説明しました新規就農者育成総合対策交付金が減額したため、歳出も減

額するものでございます。 

その下、６款商工費、１項商工費、３目観光費、２４節積立金、説明欄、あしがり

郷瀬戸屋敷運営事業管理費積立金、１３万円、こちらも寄附がありました寄附を積み

立てるものでございます。 

○街づくり推進課長（井上 昇） 

次のページ１５ページになります。 

７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、説明欄、土木総務事務費、光熱水

費２７０万円の減額でございます。こちらは道路照明灯の電気代の減によるものです。 

その下、１目道路維持費、こちらは歳入の社会資本整備総合交付金の確定に伴う財

源の更正です。 

続きまして、その下、２目道路新設改良費、説明欄、町道改良事業費、町道用地購

入費、１００万円の減でございます。こちらは予定していた用地の購入が完了したた

め、減とするものです。 

○都市計画課長（柏木克紀） 

続きましてその下、３目橋りょう整備費、１２節委託料、説明欄、橋りょう整備事

業費、駅前通り線新設橋りょう詳細設計業務委託料、４２０万４，０００円の減です。

駅前通り線の仙了川に架かる橋梁の詳細設計におきまして、入札によって計契約金額

が決まりましたので減額するものでございます。 

○街づくり推進課長（井上 昇） 

その次、３項河川費、１目河川維持費説明欄、水路維持管理事業費光熱水費でござ

います１００万円の減でございます。こちらは調整池ポンプに伴う電気代の減による

ものです。 

○都市計画課長（柏木克紀） 

続きまして、７款土木費、４項都市計画費、１目都市計画総務費、１２節委託料、

説明欄、都市計画推進事業費、南部第３地区土地区画整理事業推進業務委託料１１０

万円の減額でございます。こちらにつきまして第８回線引き見直しにおきまして、保

留地区として継続していくために地権者様に対し、今後の方向性の説明及び保留地区
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存続のための地権者様の御意向のアンケート調査を委託にて実施する予定ではござ

いましたが、手前どもで実施することができましたので、委託する必要性がなくなっ

たことから減額するものでございます。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

続きましてその下、２目下水道費、ページが１６ページになりますけれども、説明

欄、下水道事業補助金２，１２６万３，０００円、こちらは下水道使用料の減免の補

填分となっております。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

続きましてその下、５項住宅費、１目住宅管理費説明欄、住宅維持管理費、円通寺

団地外壁塗装等工事費、５６８万７，０００円の減額でございます。こちらは、円通

寺団地外壁等塗装工事の請負契約金額が確定したことによる減額になります。  

○参事兼防災安全課長（小玉直樹） 

続きまして、８款、１項消防費、１目常備消防費、説明欄、常備消防事務委託料、

６９３万１，０００円の減額でございます。令和４年度の小田原署広域消防事業特別

会計の決算額が確定したことにより、減額するものでございます。主な要因としまし

ては、大きな災害等がございませんでしたので、職員手当等の減によるものでござい

ます。令和５年度第４期分で調整させていただきます。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、説明欄、育英奨学金関

係費積立金、２５万８，０００円でございます。令和５年度の償還金につきまして窓

口設定額２４万円を差し引きました２５万８，０００円を、育英奨学金に積み立てる

ものです。当初予算額積立後の教育振興基金の現在高は２，４１６万円となります。 

続きまして教育振興基金積立金、２万９，０００円です。教育振興を目的とした寄

附金につきまして、教育振興基金に積み立てるものです。積立後の教育振興基金の現

在高は１３１万円となります。 

続いて、学校校舎等整備基金積立金２，５００万円になります。令和７年度に実施

を予定しております文命中学校体育館空調工事に向けた基金の積み増しとなります。

積立後の学校校舎等整備基金の現在高は１億２，７８８万６，０００円となります。 

続きまして、３項開成南小学校費、１目学校管理費、説明欄、職員更衣室ロッカー

購入費６万円でございます。児童の増加及び特別支援クラスの増設等の理由によりま

して、令和６年度から教職員数が増加することに伴いまして、更衣室ロッカーを創設

するものです。 

続いて１７ページをお願いいたします。 

２目教育振興費、説明欄、教科運営関係費６０万５，０００円でございます。令和

６年度から、肢体不自由児の入学に伴いまして、特別支援クラスの開設がございます。

これに伴いまして、児童の学習活動に必要な環境整備を行うもので、消耗品費におき

ましては、学習用の机や給食、トイレに必要な補助用具の購入、工事請負費におきま

しては安定して安全な状態で排せつができる環境整備といたしまして、手すり設置工
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事の実施、備品購入費におきましては、学習用の肘掛け付きの椅子及び仕切り板を購

入するものでございます。 

続いて４項中学校費、１目学校管理費、説明欄、光熱水費３８０万円の減額でござ

います。節電意識の向上及び大規模改修で設置したＬＥＤ照明の効果等により生じた

執行残額について減額を行うものです。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

続きまして、６項社会教育費、２目公民館費、説明欄、図書室運営事業費、会計年

度任用職員報酬、１２７万３，０００円の減です。こちらは、町民センター空調改修

工事により、令和５年１１月から図書室が閉室などの影響で、会計年度任用職員の勤

務日の減により報酬の減額をするものです。 

続きまして、７項保健体育費、２目体育施設費、説明欄、開成水辺スポーツ公園管

理運営事業費、利用料金減免分補償金、４４万１，０００円の増です。こちらは、開

成水辺スポーツ公園の利用料金の減免補填について、決算見込み額が算出されたため、

４４万１，０００円の計上をさせていただくものです。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

続きましてページは１８ページになります。 

１１款諸支出金、１項公営企業支出金、１目水道事業支出金、説明欄、水道事業会

計補助金、３，２７５万９，０００円は、水道料金減免等の補填分となっております。 

○財務課長（高橋清一） 

次に１１款諸支出金、２項基金費、２目減債基金費、説明欄、減債基金積立金、２，

０７１万２，０００円の増額でございます。こちらは歳入側で御説明いたしました普

通交付税の再算定による増額について、この増額の中に、令和６年度及び令和７年度

の普通交付税算定で見込まれている臨時財政対策債の経費も含まれており、この分を

減債基金に積み立てさせていただくための増額です。よって、この積み立てた額は国

が見込んでいる令和６年度及び令和７年度に、取崩しを行う予定でございます。 

続いて、１３款予備費でございます。今回の補正による歳入歳出の差額について、

予備費を２７２万４，０００円の増額により調整いたします。 

御説明は以上でございます。 

すみません、１点だけ訂正がございます。この後発言あります。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

すみません、先ほどの説明の中で１点言い間違いがございましたので、修正をお願

いいたします。ページは１３ページの介護保険事業特別会計繰出金でございます。私

のほうで５２９万６，０００円と申し上げましたが、正しくは４９５万８，０００円

の誤りでございました。失礼いたしました。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

５番、武井議員。 

○５番（武井正広） 
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５番、武井です。１０ページの歳入になります。国庫支出金の３，２００万、地域

脱炭素移行再エネ推進交付金重点対策加速化事業ということで、マイナス３，２００

万ということになったんですが、これは５年度の予算で見ると、４，７８５万９，０

００円だと思いますので、そうすると約３分の２を返却しなきゃいけないなというよ

うな話じゃないのかなと思うんですが、ちょっと私、理解が間違っていたら間違って

いると言っていただきたいんですが、私が読み取る文というのは、令和５年度の、ゼ

ロカーボンシティの創生事業の補助制度の６，０４１万９，０００円の中の、国庫補

助の分だと認識をしたんですけれども、先ほどの説明だと、町民センターと福祉会館

の改修に伴うところで調整があって減額になったという話なんですけれども、もしそ

うだとすれば、この補助金の基を読み取るとＰＰＡのみということですから、町民セ

ンターもしくは福祉会館のところに太陽光パネルを設置して、それから事業者から買

い取るような仕組みをやろうとしたんだけども、そこがやったんだけど最終的に調整

したときに、この金額が減額されたということの解釈でいいんでしょうか。もう少し

分かりやすく説明していただけるとありがたいんですけど。 

○副議長（前田せつよ） 

参事兼企画政策課長。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

それではお答えをさせていただきたいと思います。まず基本的には、先ほどお話を

されました、いわゆる地域脱炭素移行再エネ推進交付金重点対策加速化事業の中に、

この金額は含まれているというのが、まず大前提です。 

今の武井議員の話の中で、その対象が少し申し訳ないですが、違っているのはいわ

ゆる空調設備の更新とＬＥＤ化、この２点についてこの交付金を充てるという予定で

ございました。 

金額については細かく申し上げますと、実は町民センター側は約８６０万円の増額、

いわゆる補助金分としては増額になっているんです。 

一方で福祉会館のほうで４，０００万程度の減額が生じてございます。これは５年

の予算を出すときに、大まかにこういう工事をするであろうという見積りに基づいて、

国にも要求をしてお認めをいただいた金額であったのですが、実際には工事の内容が

確定しまして、環境省等と調整をする中で、簡単に一番大きかったのは、いわゆる補

助対象ではない工事、こちらとすれば補助対象にしてほしい工事があったわけですけ

れども、空調関係です。福祉会館の１階の一番大きなお部屋、ここについて入れる機

器がどうしても、このいわゆる地域脱炭素移行の中では認めることができない機種で

あった、あるいは方法であったということから、結果的にこの部分については補助対

象にならなかったために、大きい金額が落ちてしまったということでございまして、

もともとやろうと思っていた太陽光がという御発言につきましては、大変申し訳ない

んですが、事実と異なりますので御理解をいただきたいと思います。 

○副議長（前田せつよ） 

５番、武井議員。 
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○５番（武井正広） 

そうしましたら、もう１点のゼロカーボン創生事業の補助金のところにも、もとも

とこの国庫補助というのは当てられていたものというところは認識はいいわけです

ね。分かりました。 

○副議長（前田せつよ） 

よろしいですか。 

○５番（武井正広） 

大丈夫です。 

○副議長（前田せつよ） 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようでございますので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっし

ゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論はないようですので、採決をしたいと思います。 

議案第１５号 令和５年度開成町一般会計補正予算（第８号）について、原案に賛

成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れ

はございませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

ここで暫時休憩といたします。再開を１３時３０分とします。 

午前１１時４２分 

○副議長（前田せつよ） 

再開いたします。 

午後１時３０分 

○副議長（前田せつよ） 

日程第１５ 議案第１６号 令和５年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）についてを議題といたします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、議案第１６号 令和５年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）を御説明させていただきます。 

ファイルは１３、議案第１６号 令和５年度開成町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）０３０６修正その２ページを御覧ください。 
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第１表、歳入歳出予算補正、歳入でございます。３款国庫支出金から７款繰入金ま

でで、補正額合計３，７３９万７，０００円、合計１４億３，８０６万円。  

次のページに移りまして歳出でございます。 

２款保険給付費から７款予備費までで、補正額合計及び計ともに歳入と同額でござ

います。 

今回の補正の内容でございますが、歳出は、当初の見込みよりも利用者が増加した

ことなどによる保険給付費の増額補正と、保険給付費等の伸びに対応するため、介護

保険財政調整基金に積み立てる積立金の増額となります。 

歳入では、歳出の保険給付費の増額に伴う法定分の国庫負担金などの増額補正など

となってございます。 

それでは７ページを御覧ください。２歳入でございます。 

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、１節現年度分、説明欄、

現年度分介護給付費負担金、７４０万円の増額。 

４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、１節現年度分、説明欄、現年度

分介護給付費交付金、１，０３６万８，０００円の増額。 

５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、１節現年度分、説明欄、現

年度分介護給付費負担金、５０７万８，０００円の増額。 

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、１節現年度分、説明欄、

現年度分介護給付費繰入金、４４６万１，０００円の増額。 

これらにつきましては、歳出の保険給付費の増額に伴い、それぞれの科目を増額補

正するものでございます。 

続きまして３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金、１節現年度分説明

欄、現年度分調整交付金、２，７５９万３，０００円の増額につきましては、当該調

整交付金の交付決定額の決定による増額補正でございます。 

続きまして、７款繰入金、１項一般会計繰入金、７目１節低所得者保険料軽減繰入

金、説明欄、低所得者保険料軽減繰入金、４９万７，０００円の増額。こちらにつき

ましては、国の制度低所得者対策による介護保険料の軽減額が確定したことによるも

のでございます。 

続きまして２項基金繰入金、１目１節介護保険財政調整基金繰入金、説明欄、介護

保険財政調整基金繰入金１，８００万円の減額補正につきましては、当初予定してお

りました基金からの繰入れの必要がなくなったことにより、減額させていただくもの

でございます。 

９ページを御覧ください。３歳出でございます。 

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、説明欄、

居宅介護等サービス給付費、２，８５０万円の増額でございます。当初の見込みより

も利用者が増加したことによるものでございます。 

続きまして、３目施設介護サービス費、説明欄、施設介護サービス給付費５５０万

円の増額でございます。こちら一度補正予算において増額を認めいただいております
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が、その時点よりも利用者がさらに増加していることにより、不足が生じる見込みと

なったことから、ここでも補正予算を計上させていただいているものでございます。 

続きまして、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、説明欄、

介護予防サービス給付費１６０万円の増額です。当初の見込みよりも利用者が増加し

たことなどによるものでございます。 

続きまして３項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費、説明欄、高額介

護等サービス給付費、２７０万円の増額でございます。こちらは介護サービスの利用

者が増えていることにより、当初の見込みよりも対象者が増加したことによるもので

ございます。 

続きまして、５項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、

説明欄、特定入所者介護等サービス給付費１０万円の増額でございます。こちらにつ

きましても当初見込みよりも利用者が増加したことによるものでございます。 

１０ページを御覧ください。４款１項基金積立金、１目介護保険財政調整基金積立

金、説明欄、介護保険財政調整基金積立金、９９９万９，０００円の増額でございま

す。今後の保険給付費及び地域支援事業費の伸びへ対応するため、基金に積み立てる

金額を増額させていただくものでございます。 

続きまして７款１項１目予備費、説明欄、予備費、１，１００万２，０００円の減

額でございます。こちらは今回の補正予算額の歳入と歳出の差額を予備費で調整する

ものでございます。 

御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。  

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。質疑はございませんか。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

 ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいます

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第１６号 令和５年度開成町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタ

ンの押し忘れはございませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１６ 議案第１７号 令和５年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理

事業特別会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 
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都市計画課長。 

○都市計画課長（柏木克紀） 

それでは、議案第１７号 令和５年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業

特別会計の補正予算（第３号）について、御説明いたします。 

２ページ目を御覧ください。 

第１表、繰越明許費、２款事業費、１項土地区画整理事業、事業名、駅前通り線周

辺地区土地区画整理事業費、５億４，８１９万９，０００円の繰越しでございます。 

令和５年度の主な事業といたしましては、売却希望者の用地の取得費用を計上して

ございましたが、交渉中の中で売却の承諾をいただいている方もいらっしゃいますが、

建物の除却までに時間を要することなど、年度内に完了が見込めない方等がおられる

ため次年度へ繰越しをして対応していくものでございます。 

また併せまして、土地の取得に伴う補償調査委託費等も合わせて繰越しをさせてい

ただくものでございます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。質疑はございません

か。 

（「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

それでは、続いて討論を行いたいと思います。討論のある方、いらっしゃいますか。

よろしいですか。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論もないようですので、採決を行います。 

議案１７号 令和５年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計補

正予算（第３号）について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタ

ンを押してください。ボタンの押し忘れは、ございませんね。採決を締め切ります。  

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１７ 議案第１８号 令和５年度開成町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついてを議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

まずファイル名１５、議案第１８号 令和５年度開成町水道事業会計補正予算（第

２号）をお開きください。 

まず概要を説明いたします。 
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収入では、水道料金の基本料金分の減免を行ったことによる減額補正、及び一般会

計から、減免に伴う補填分並びに電気代高騰による補填分を合わせて、補助金として

受入れを行うものです。 

支出では、その差額について予備費に充当するものです。 

それでは、補正予算書をお開きください。 

議案第１８号 令和５年度開成町水道事業会計補正予算（第２号）。 

令和５年度開成町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。 

収入、第１款水道事業収益、既決額２億６，４１７万３，０００円。補正予定額７

０９万８，０００円、合計２億７，１２７万１，０００円。 

第１項営業収益、既決額２億４，３５６万円。補正予定額マイナス２，５６６万円。

合計２億１，７９０万円。 

第２項営業外収益、既決額２，０６１万３，０００円。補正予定額３億３，２７５

万８，０００円、合計５，３３７万１，０００円。 

支出、第１１款水道事業費用、既決額２億６，４１７万３，０００円。補正予定額

７０９万８，０００円。合計２億７，１２７万１，０００円。 

第３項予備費、既決額１，５４５万円、補正予定額７０９万８，０００円。合計２，

２５４万８，０００円。 

次に詳細を、令和５年度開成町水道事業会計補正予算（第２号）明細書で説明いた

しますので、５ページをお開きください。 

まず、収益的収入及び支出、収益的収入、１款水道事業収益、１項営業収益、１目

給水収益、説明欄、水道使用料、マイナスの２，５６６万円。こちらは水道使用料減

免に伴う使用料の減額分です。 

２項営業外収益、２目他会計補助金、説明欄、一般会計補助金として料金減免補填

分と電気代高騰分を合わせまして３，２７５万８，０００円を見込んでおります。 

次のページ、６ページになります。 

収益的支出、今回の差額分につきまして、予備費で７０９万８，０００円。こちら

を予備費に充当しているものでございます。 

その他の資料につきましては、後ほど御覧いただきたいと思います。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。質疑はございません

か。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

ないようですので、討論に移ります。討論のある方はいらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 
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討論ないようでございますので採決を行います。 

議案第１８号 令和５年度開成町水道事業会計補正予算（第２号）について、原

案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの

押し忘れは、ございませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１８ 議案第１９号 令和５年度開成町下水道事業会計予算補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

予算書の説明を担当課長に求めます。 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

ファイル名１６、議案第１９号 令和５年度開成町下水道事業会計補正予算（第２

号）をお開きください。 

最初に概要を説明いたします。収入では、下水道使用料の基本使用料分の減免を行

ったことによる減額補正、及び一般会計からの減額分の補助金の受入れを行うもので

ございます。 

それでは、補正予算書をお開きください。 

議案第１９号 令和５年度開成町下水道事業会計補正予算（第２号）。 

令和５年度開成町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入の予定額を次の

とおり補正する。 

収入、１款下水道事業収益、既決額５億３，２３４万１，０００円。補正予定額０。

合計５億３，２３４万１，０００円。第１項営業収益２億８，６０１万７，０００円、

補正予定額マイナス２，１２６万２，０００円。合計２億６，４７５万５，０００円。  

第２項営業外収益、２億４，６３２万４，０００円。補正予定額２，１２６万２，

０００円。合計２億６，７５８万６，０００円。 

次に、詳細を令和５年度開成町下水道事業会計補正予算（第２号）明細書で説明い

たしますので、５ページをお開きください。 

収益的収入、１款下水道事業収益、１項営業収益、１目下水道使用料、説明欄、下

水道基本使用料減免分マイナスの２，１２６万２，０００円でございます。  

２項営業外収益、２目他会計補助金、説明欄、これを一般会計補助金といたしまし

て使用料減免補填分として２，１２６万２，０００円を収入として見込んでいるもの

でございます。 

その他の資料につきましては、後ほど御覧いただきたいと思います。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○副議長（前田せつよ） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。質疑はございません

か。 
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 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

ないようですので、続いて討論を行います。討論のある方はいらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○副議長（前田せつよ） 

討論ないようですので採決を行います。 

議案第１９号 令和５年度開成町下水道事業会計補正予算（第２号）について、

原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタン

の押し忘れは、ございませんね。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○副議長（前田せつよ） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

日程第１９ 議案第２０号 令和６年度開成町一般会計予算についてから、日程第

２６ 議案第２７号 令和６年度開成町下水道事業会計予算についてまでを、開成町

議会会議規則第３６条の規定に基づき、一括議題といたします。 

町長に、令和６年度開成町当初予算提案趣旨説明を求めます。 

町長。 

○町長（山神 裕） 

ファイル名１７、令和６年度開成町当初予算提案趣旨説明を御覧ください。 

では、読み上げます。 

令和６年度開成町当初予算の提案に当たり、町を取り巻く状況の認識と、町政運営

に対する所信及び政策の概要を御説明いたします。 

政府の「令和６年度の経済見通し」によると、我が国の経済は、総合経済対策の進

捗に伴い、官民連携した賃上げをはじめとする所得環境の改善や企業の設備投資意欲

の後押し等が相まって、民間需要主導の経済成長が実現することが期待されています。

しかしながら、その一方で海外景気の下振れリスクや物価動向に関する不確実性、金

融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとされています。  

こうした中、国においては、「新しい資本主義」の旗印の下、社会課題の解決に向

けた取組それ自体を成長のエンジンに変えることによって、民間需要主導の持続的な

成長とデフレからの脱却、「成長と分配の好循環」の実現を目指すとしています。  

さて、本町においては、令和６年度は第五次開成町総合計画後期基本計画の最終年

度として、各施策の進捗状況や成果・課題を総点検した上で、将来都市像「明るい未

来に向けて人と自然が輝くまち・開成」の実現に向けた施策を着実に推進します。そ

の中でも、「未来を担う人を育てる取組」、「暮らしや健康を守り、生活の質を向上

させる取組」、「社会環境の変化に対応し、持続可能なまちをつくる取組」の３項目

について特に重点的に取り組むこととしました。 

一般会計予算の総額は、７２億６，９００万円で、前年度に比べ４．５％、３億１，

０００万円の増となりました。歳入では、町税が６，０９２万７，０００円の３１億
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３，７２３万８，０００円で、対前年度比２．０％増となり、歳入総額の４３．２％

を占めています。 

町民税は、人口増やコロナ禍からの回復による所得の増などの増収要因と、税制改

正による定額減税などの減収要因の双方の影響が想定される中、全体としては減収を

見込んでいます。個人では４，４７４万３，０００円減の１１億１，４５７万１，０

００円、法人では９，３５７万円増の３億６，４８６万円としております。 

固定資産税は、地価の上昇による増の一方で、評価替えに伴う既存家屋の減価が見

込まれることから、全体としては９６２万７，０００円増の１４億７，８１６万３，

０００円としております。 

地方特例交付金は、税制改正の定額減税に係る町税減収の補填により、８，３２０

万円増の１億１，６２０万円としています。 

地方交付税は、主に前年度の法人町民税の増に伴う基準財政収入額が増となること

から、普通交付税は１億円減の３億１，１００万円とし、特別交付税を加えた地方交

付税全体では、３億３，１００万円の交付を見込んでおります。 

国庫支出金は、ゼロカーボンシティ創成補助制度に係る補助金の増などにより、２，

９４４万２，０００円増の９億４，６６７万円を見込んでいます。 

県支出金は、町民センター老朽化対策工事などに係る補助金により、２，３１８万

９，０００円増の５億２，１１１万５，０００円を見込んでおります。 

繰入金は、年度間の財政調整を行うため、財政調整基金の繰入れなど、５つの基金

からの繰入れを行います。繰入金全体では、１，７４２万３，０００円増の２億４，

２３１万円としています。 

町債は、２億３，７２０万円増の８億５，６００万円としております。内訳として

は、地方交付税の代替措置である臨時財政対策債を１億９，０００万円、町民センタ

ー改修事業債を２億６，５００万円、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業債を４億

１００万円としております。 

歳出では、中長期的な視点において持続可能な町政運営の実現に着実に取り組むた

め、選択と集中によって、より効果的かつ効率的に事業を推進していきます。  

目的別では、総務費は、町民センター老朽化対策工事の実施などにより、１億８，

８８８万１，０００円増の１３億１，５４９万２，０００円です。 

民生費は、障害者福祉及び児童福祉に係る扶助費の増などにより１億１１４万９，

０００円増の２４億６４万６，０００円です。 

衛生費は、ゼロカーボンシティ創成補助制度の増などにより、５，８３０万８，０

００円増の６億８，８１７万８，０００円です。 

土木費は、前年度計上した旧開成町営四ツ角団地解体工事の減などにより、４，７

４４万５，０００円減の８億８，４８７万１，０００円です。 

教育費は、小学校介助教員・生活支援員の増員、文命中学校部活動地域移行支援業

務委託や、文命中学校体育館空調設備設置工事設計業務委託の実施などにより、５，

２２７万４，０００円増の７億６，８３９万８，０００円です。 
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性質別では、人件費は、人事院勧告を踏まえた月例給や期末勤勉手当の支給月数の

引上げ、会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始などにより、１，９４８万９，０

００円増の１１億９，１６４万５，０００円です。 

維持補修費は、前年度計上した開成小学校の中庭床タイル補修工事の減などにより、

１，４７３万４，０００円減の４，３４９万３，０００円です。 

扶助費は、自立支援給付費やこども医療費の増などにより、４，２２３万８，００

０円増の１４億８，０２９万５，０００円です。 

補助費等は、ゼロカーボンシティ創成補助制度の増などにより、９，２１５万６，

０００円増の１１億５，０６５万６，０００円です。 

普通建設事業費は、町民センター老朽化対策工事の実施などにより、２億１，８５

３万９，０００円増の５億６３５万３，０００円です。 

投資及び出資金は、下水道事業会計への補助金及び出資金の減などにより、５，９

９５万３，０００円減の１，４８６万１，０００円です。 

繰出金は、介護保険事業特別会計や駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計

への繰出金の増などにより、６，７７１万４，０００円増の９億９，７１３万１，０

００円です。 

続いて、特別会計及び企業会計です。 

国民健康保険特別会計は、被保険者数は減少傾向にあるものの、高齢者の占める割

合が上昇し、療養給付費及び高額療養費などが増となったことにより、４，６０６万

３，０００円増の１６億７，２６６万４，０００円です。 

介護保険事業特別会計は、要介護・要支援認定者数の増により、９，８９９万１，

０００円増の１４億８万５，０００円です。 

給食事業特別会計は、在籍児童・生徒数の変動により、６０万５，０００円減の１

億１，２０５万８，０００円です。 

後期高齢者医療事業特別会計は、被保険者数の増により、５，４１６万９，０００

円増の３億１，８０１万５，０００円です。 

駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計は、補償に係る調査費の増の一方で

用地買収費などが減となったことにより、１億４，８７５万６，０００円減の８億１，

４２４万８，０００円です。 

水道事業会計は、水道事業経営戦略改定業務委託や町道２９２号線配水管新設工事

などにより、６０２万円増の４億６，９７７万６，０００円です。 

下水道事業会計は、吉田島地区の設計業務委託や管渠敷設工事費の増などにより、

１億２，２２３万７，０００円増の９億７，２１２万６，０００円です。 

それでは、令和６年度予定事業の概要について、第五次開成町総合計画の８つの基

本政策に沿って御説明いたします。 

１、町民主体の自治と協働を進めるまち。 

本町では、町民による自治活動を基本に、町民同士の共助を大切にした町民主体の

自治を推進しています。多様化、高度化する町民のニーズに対応するため、町民、企
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業などの多様な担い手との協働によるまちづくりを進めていきます。 

企業版ふるさと納税を活用した官民連携の取組として、令和５年１１月から開始し

た幼児２人と同乗できる３人乗り電動アシスト付き自転車貸出事業を推進していく

ほか、「お互いさま」の精神を図る地域での支え合いの活動を広げることや、あじさ

いまつりなどの各種イベントにおける町民・企業などとの連携を高めてまいります。 

町民公益活動の活性化を図るため、町内で活動する団体、個人、事業者などの活動

発表及び交流の場として、「かいせい町民フェスタ」を官民連携の実行委員会方式で

開催いたします。 

また、令和７年２月１日には町制施行７０周年を迎えることから、記念式典や町民

企画事業の実施を通じて町全体でお祝いいたします。 

地域活動の拠点、災害時の避難所となる地域集会施設については、計画的に老朽化

対策、維持整備、修繕を実施いたします。令和６年度は円中自治会館の外壁塗装等工

事を行います。 

２、未来を担う子どもたちを育むまち。 

次世代の社会を担う子どもを安心して生み育てられるように、町ぐるみで地域活力

を生かした子育て支援を積極的に推進します。 

全ての妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした一体的に相談支援を行う機関とし

て、令和６年４月の機構改革後のこども課に「こども家庭センター」を設置します。

また、庁内各課が保有する子どもに関する各種データの連携により、支援が必要な家

庭を早期に発見し、早期に対応いたします。 

児童の健全育成を図るとともに、保護者の子育てと就労の両立を支援する放課後児

童クラブに対する利用ニーズの増加に対応するため、開成南小学校区の学童保育所の

定員を４０人拡大いたします。 

乳児の１か月健康診査の費用、単胎妊娠よりも高い頻度での受診が推奨される多胎

妊婦の妊婦健康診査の追加受診に係る費用及び特定不妊治療に併用して自費で実施

される先進医療費の一部助成を新たに行います。 

また、産後ケア事業について、日帰り型、訪問型に加えて、宿泊型事業を実施する

ほか、産婦健康診査費用の助成の額及び回数を拡充します。 

開成幼稚園においては、ＩＣＴ環境を整備し、保育におけるタブレット端末の活用

を開始します。画像や動画・音楽を園児と共有することなどにより、保育の幅を広げ、

幼稚園教育の質の向上を図ります。 

令和８年度の中学校部活動の地域移行本格実施に向け、令和６年度は文命中学校サ

ッカー部と吹奏楽部を地域移行します。 

夏季期間中の猛暑対策として、文命中学校体育館に空調設備を設置するための設計

を行います。 

３、健康を育み町民がいきいきと暮らせるまち。 

ライフステージに応じた生活習慣や健康づくりを支える社会環境の改善を通じて、

全ての町民の健康増進と健康寿命の延伸を図ります。 
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栄養バランスを考えた食事を基本として、野菜の摂取や減塩、地産地消など、望ま

しい食習慣の定着を啓発するため、食育への関心・理解を高めるきっかけとして、県

立吉田島高等学校と連携を図り、生徒考案のメニューをお弁当にして販売等を実施い

たします。 

６５歳以上の方及び６０歳から６４歳で重症化リスクの高い方を対象に、新型コロ

ナの重症化予防を目的として、秋冬に定期接種が行われる接種費用の一部助成を行い

ます。 

帯状疱疹の発症による深刻な健康被害を未然に防止していくため、５０歳以上の町

民を対象として、帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部助成を行います。  

６５歳以上の方を対象として健康な状態と要介護状態の中間であるフレイル（虚

弱）を予防し、健康寿命を延伸することを目的としたフレイル予防事業に取り組んで

います。各地区でのフレイルチェックやハイリスク者への個別支援、介護予防事業を

各課が協力して実施していきます。 

また、英語力を向上させることでグローバル人材の育成を図るため、英語を学びた

い、上達したいと願うこどもたちを応援するために、英語に関する検定などの受験料

の助成を継続して行います。 

生涯学習の拠点である町民センターについては竣工から３７年が経過し、各種設備

が老朽化していることから、老朽化対策工事を行うとともに、高齢者で文字が読みづ

らい方や視力の弱い方でも読書に親しめる環境の整備として、企業版ふるさと納税を

活用して、大活字本等を購入します。 

４、安全で安心して暮らせるまち。 

切迫性が指摘されている地震・風水害等の自然災害対策として、ブロック塀倒壊に

よる被害のリスク軽減を図るため、通学路や緊急輸送道路を中心に、ブロック塀の耐

震診断調査を行います。 

また、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震化率向上を図

ることを目的として、耐震診断費用及び耐震改修工事等費用の助成制度を拡充します。 

消防団については、消防技術の向上と団員の確保を図るため、消防団員を対象とし

た資格取得に対する助成制度を創設します。また、消防力の維持・向上のため、老朽

化した消防用ホースの更新や災害時救助用エアージャッキを購入するなど、消防資機

材の計画的な整備を行ってまいります。 

防災に関する知識や技術を習得する防災講座、地域防災リーダー養成講座に加えて、

地域防災力を向上させる取組の一環として、災害時に役立つ自助の取組や自分自身や

大切な人の命を守るための防災について学ぶ「親子防災イベント」を新たに実施しま

す。 

地域防災計画に基づき、災害時の避難所対策に必要な備蓄食料や防災資機材を計画

的に整備・更新します。 

防犯対策では、地域防犯力の向上を図るため、新たに３か所の防犯カメラを設置し

ます。 
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交通安全対策としては、引き続き、交通指導隊及び警察と連携した街頭での交通安

全指導を実施します。また、令和５年１０月から開始した自転車乗車用ヘルメット着

用促進補助制度を推進することで、ヘルメット着用の普及拡大に取り組みます。 

５、自然が豊かで環境に配慮するまち。 

近年、甚大な被害をもたらす自然災害が地球規模で発生し、国内でも猛暑や集中豪

雨などの異常気象が頻発しています。その原因とされる地球温暖化に対して、「ゼロ

カーボンシティ」を表明している本町においても、対策を一段と強化していく必要が

あります。 

２０５０年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロを実現することを目的に創設した

「開成町ゼロカーボンシティ創成補助制度」については、国の重点対策加速化事業を

活用し、全国で初めて国の住民向け補助金に町の補助金を合算して交付できるように

しています。これらの先駆的取組の優位性を生かして、引き続き、町民や町内の中小

企業を対象とした補助制度を推進いたします。 

さらに、気候変動適応の一環として、高齢者の熱中症対策のために、６５歳以上の

高齢者のみまたは６５歳以上の高齢者と障害者の方のみで構成された低所得世帯の

エアコン購入・設置費用の助成を行います。 

また、町民センター、福祉会館、開成小学校及び開成南小学校の照明をＬＥＤ化す

ることで、町有公共施設からの二酸化炭素排出量の削減を図ります。 

町の環境データの整理や町民の意見抽出などの基礎調査を実施し、生活環境や自然

環境の現状や課題等を整理するために報告書を取りまとめるとともに、町の目指す環

境像や目標、施策について検討し、環境施策の推進を図るために「環境基本計画２０

２５～２０３２」を策定します。 

きれいで美しいまちづくりのため、町と町民、事業者、団体などが連携した、地域

の環境美化運動として「かいせいクリーンデー」を引き続き実施し、環境美化の啓発

に努めます。 

６、市の機能と景観が調和するまち。 

良好な市街地の形成及びインフラの整備による都市機能の強化を図るため、駅前通

り線周辺地区土地区画整理事業を推進します。令和６年度は、引き続き、土地売却検

討者を対象とした用地交渉や、事業区域内にある建物の補償調査を開始します。  

また、土地所有者の意向を計画に反映するよう土地の再配置に向けた調整を進める

とともに、土地区画整理審議会を開催し、土地の再配置となる仮換地の指定などを行

います。 

開成町都市計画マスタープランについては、県が実施する第８回線引き見直しにお

ける「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などとの整合性を図り、改定しま

す。 

また、企業誘致に向けた「足柄産業集積ビレッジ構想」について南足柄市と連携し

て進めます。 

町道については、安全で利用しやすい道路網の整備を計画的に推進します。榎本地
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区の町道２０４号線の道路改良工事を行います。また、町道舗装維持整備計画や自治

会要望に基づき、順次、舗装補修を進めます。 

水路については、大雨等により増水した水を適正に流すことで災害を未然に防ぐた

め、引き続き榎本地区の水路整備工事を行います。 

上水道については、安全・安心な水道水を安定して供給できるよう、第５水源地取

水ポンプの更新工事を行うなど、計画的に水道施設の改修を進めます。  

下水道については、汚水処理整備計画のアクションプランに基づき、環境衛生の向

上と水路の水質保全のため、未整備区域の整備を進めます。 

７、個性豊かな産業と文化を育成するまち。 

個性豊かな町の産業を育成するため、農業や商工業の活性化を図ります。  

農業については、地域農業を支える担い手の育成及び経済的支援を行うとともに、

水田を活用した高付加価値型の農業を推進します。また、開成町農業振興補助制度に、

開成弥一芋の生産拡大に対する助成を追加します。 

今後、高齢化や人口減少により、農業従事者が減少し、遊休農地の拡大や、地域の

農地が適切に利用されなくなることが懸念されていることから、農地の集約化等に向

けた取組を加速化させる必要があります。そのためにも、人・農地プランが法定化さ

れたことに伴い、目指すべき将来の農地利用の姿をより明確化する「（仮称）開成町

地域計画」を策定します。 

商工業については、あじさいまつりや阿波おどりなどの開催により、町民相互の連

携強化や都市住民との交流を通じた、町内経済の活性化を図ります。 

北部地域や町農産物の魅力を多くの観光客に知ってもらうため、収穫体験等を行う

着地型観光ツアー及びインバウンドツアーの受入れを通じて、観光振興を図ります。 

８、効率的な自治体経営を進めるまち。 

厳しい財政状況の中で、町民生活を重視した施策をより効果的かつ効率的に実施し

ていくためには、最小の経費で最大の効果をあげることを常に意識する必要がありま

す。 

現行の第五次開成町総合計画後期基本計画が令和６年度に最終年度を迎えること

から、令和７年度を始期とする新たな総合計画並びに基本計画を策定します。  

町民の利便性の向上を図るため、電子申請システムにキャッシュレス決済機能を追

加し、各種証明書の交付申請と交付手数料の支払いのオンライン化を進めます。また、

町のＬＩＮＥ公式アカウントにおいて、登録者が必要な行政情報を選択できるセグメ

ント配信や得たい情報に直結するためのメニューを増やすなど、機能の拡大を図りま

す。 

デジタル技術の活用により効率的で質の高い働き方を実現するため、生成ＡＩツー

ル、紙帳票電子化ツール、文書管理システムを導入します。 

また、災害時の要支援者情報について、支援者の名簿を地図情報との連動により可

視化する地域福祉支援システムを導入します。 

まちづくりの手法として注目される官民連携（ＰＰＰ・ＰＦＩ）を中心に、今後の
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町政運営に資する方策を調査・研究します。 

結びになりますが、昨年５月、新型コロナウイルス感染症の５類移行を受け、経済

活動や我々の社会がようやく正常化に向けて進み始めました。今後も日常を取り戻す

動きが継続するものと思われます。同時に、コロナ禍によって加速した社会環境や生

活様式の変化に対して、行政サイドも迅速かつ適切に対応することが求められます。 

開成町は今日まで、先人たちの御尽力が結実し、民間企業からの投資をいただく中

で、引き続き人口が増加するなど発展を続けております。この好環境の持続性を高め

つつ、町民の皆様により一層笑顔になっていただけるよう、前向きに「ＡＬＬかいせ

い」の精神で、まちづくりに邁進してまいります。 

令和６年度は、町の最上位計画である第五次総合計画の最終年度にあたり、１つの

区切りとなります。その総点検を行いつつ、次期計画の策定に向けて、町民の皆様と

ともに開成町の未来像を描き、あるべき姿に向かって行動してまいります。繰り返し

になりますが、特に、親子の健康を守る施策や乳幼児期の切れ目ない支援、安心して

生み育てられる環境の充実、開成町ならではの教育の魅力を向上させるための教育環

境の充実など、開成町の「未来を担う人を育てる取組」、町民の皆さんに、いつまで

も、元気に、自分らしく暮らしていただくための施策や、町民・企業・団体等との協

働による施策など、町民の皆さんの「暮らしや健康を守り、生活の質を向上させる取

組」、町民本位の行政ＤＸの推進や駅前通り線周辺地区土地区画整理事業、ゼロカー

ボンシティの実現を目指す施策、感染症・震災・風水害等に備えた災害対策、施設の

老朽化等対策など、「社会環境の変化に対応し、持続可能なまちをつくる取組」に注

力してまいります。 

新年度の施策を進めるにあたり、議会の皆様には、一層のお力添えをいただきます

ようお願い申し上げます。 

以上で、令和６年度開成町当初予算案並びに町政運営に対する所信の説明とさせて

いただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 

○副議長（前田せつよ） 

町長による説明が終了いたしました。 

以上で本日の日程は終了しました。 

明日は、一般会計から順次細部説明を行います。細部説明に入りますので、三役の

方の出席は結構でございます。 

お疲れ様でした。本日はこれにて散会といたします。 

午後２時２６分 散会 


